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県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会会議録 

 

日時     令和３年２月１日（月）      開会時間    午前１０時００分  

閉会時間    午後 ４時０１分  

 

場所     委員会室棟 第４委員会室  

 

委員出席者     委員長  皆川 巖 

       副委員長 土橋 亨 

       委員   浅川 力三  河西 敏郎  白壁 賢一  猪股 尚彦 

            渡辺 淳也  向山 憲稔  飯島  修  小越 智子 

 

委員欠席者  なし 

 

説明のため出席した者  

   総務部長 市川 康雄  総務部理事（次長事務取扱）小澤 浩 

   資産活用室長 小澤 浩  行政経営管理課長 保坂 一郎 

   森林環境部長 村松 稔  林務長 金子 景一  森林環境部次長 保坂 陽一 

   森林環境部技監 山田 秋津  県有林課長 小沢 武雄 

 

議題 県有地の貸付に関する調査及び検証に関すること 

（付託案件） 

   第 １２０ 号  和解の件 

   第 １２１ 号  和解の件 

 

会議の概要   １月１８日、２８日の本特別委員会の審査において要求した資料について執

行部から説明を受けた後、質疑を行った。その後、１月２５日、２８日の２日

間にわたって行われた現地調査についての質疑を行った。  

 

 

主な質疑等 

※１月１８日、２８日の本特別委員会の審査において要求した資料について 

 

質疑 

 

渡辺委員  私が資料要求しました１番について、足立弁護士にどのようなお支払いをし

ているのかという資料を提出いただきました。この資料に基づいて質問させて

いただきます。 

  初めに、きょう契約書を御提出いただき、この契約日が１月８日ということ

であります。私がこの資料要求をしたのは、１月１８日になります。その時点

では当然この契約が結ばれていて、その内容も承知しておられたと思います。

しかしながら、私の質問に対して、このことをお答えいただけなかったのはな

ぜなんでしょうか。 
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市川総務部長  私の記憶が正しければ、委員からの御指摘は１月１８日、これまで足立弁護

士にお支払いしたことについてのお尋ねだったかと思います。それで、行政経

営管理課長のほうからは、顧問契約あるいは訴訟委任契約に基づくお支払いの

件について答弁させていただいたと記憶しております。 

 

渡辺委員  確かに私の質問は、顧問契約及び訴訟委任契約以外にどういった業務を行っ

て、ほかに請け負っている業務はありますかという質問が先にあったと思うん

ですけれども、そのときに課長のほうから、顧問弁護士と訴訟委任契約ですと

いうお答えがあったのですけれども、この時点でもう請け負っている業務はあ

ったんですね。 

 

市川総務部長  委員が前の御質問で御指摘いただいたとおり、１月１８日時点では契約はな

されておりました。 

 

渡辺委員  答弁が誤っていたということで、不正確だったということですか。 

 

保坂行政経営管理課長 渡辺委員から顧問契約、訴訟の追行、それから顧問弁護士以外に足立

弁護士が担当している業務はあるんでしょうかという御質問を受けたところで、

私が、訴訟代理人、それから県の顧問弁護士という、２つというお答えをしま

した。実際は１月８日には契約をしているということがございましたので、私

の答弁について漏れがあったと思っております。 

 

渡辺委員  その２つですとお答えいただいたので、漏れではないと思います。総務部長

もその場にいましたよね。別に訂正する発言もなかったのですけれども、総務

部長も漏らしたのか、そのまま聞き逃したということでよろしいんですか。 

 

市川総務部長  済みません、結果としてはそういうふうになります。 

 

渡辺委員  実に不誠実な答弁だと思いますけれども、そのことについてこの委員会に対

して、議会に対してどのようにお考えですか。 

 

市川総務部長  済みません、できるだけ事実に即して丁寧に答弁していきたいと思っており

ます。 

 

渡辺委員  ぜひ事実に即して丁寧に答弁していただきたいと思います。 

  そのことを踏まえて、支払い自体も多額、６,６００万円にも及ぶこの調査業

務委託契約というのは、まさに衝撃です。たった３カ月弱で、しかも私が質問

した１月１８日の委員会の３日後の１月２１日にもう既に支払いが起きている

ということが、この資料からわかるわけですけれども。もう一度伺いますけれ

ども、業務について答弁漏れがあったとしても、こういうことを担当課として

も部長としても承知していた以上は、仮に支払いが１８日の時点で起きなかっ

たとしても、これについては説明すべきだったのではないですか。 

 

市川総務部長  御質問者である委員がそのようにおっしゃっているということであれば、委

員の御趣旨に即した答弁をしたほうがよかったのではないかと思っております。 

 

渡辺委員  私がというよりも、ここは委員会ですので、委員会に対してぜひ誠実で真実

を答弁していただきたいと思います。 
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  また、この６,６００万円という多額な支出額の予算はどこにあるんですか。

予算書あるいは課別説明書のどこからこれは持ってきたんですか。 

 

市川総務部長  既定の予算で対応させていただきました。総務部の予算でございます。 

 

渡辺委員  既定の予算、総務部の予算とおっしゃるんですけれども、では予算書のどこ、

課別説明書のどこから持ってきたんですか。 

 

市川総務部長  課別説明書には、全ての契約事由について個々の説明を必ずしも行っている

ものではございません。あくまでも年度当初におきます見積もりとして、主な

ものを書かせていただいているところでございまして、認められた予算の範囲

内で、課別説明書にない契約についても、年度途中でそういった事案が発生し

た場合については、お認めいただいた予算の範囲内で契約をし、事務を執行す

ることはございます。今回もそのように対応させていただいたということでご

ざいます。 

 

渡辺委員  いや、予算書のどこに載っているんですか。この金額はどこにあるんですか。 

 

市川総務部長  総務費の総務管理費、こちらが議決案件でお認めいただいた予算でございま

すけれども、そちらの中の予算で対応させていただいております。 

 

渡辺委員  これ大事な話ですので、委員の皆様方にも承知していただくように、予算書

の何ページのどこということをお答えいただきたいと思います。 

 

市川総務部長  申しわけございません。ただいま予算書が手元にございませんで、ページ数

をお示しすることはできません。 

 

皆川委員長  では、用意できますか。 

 

市川総務部長  もちろん、一度議会にお諮りして、御議決いただいているものでございます

ので、そのページ数をお示しすることは、すぐ調べればできますけれども。 

 

皆川委員長  コピーして持ってこられるか。 

 

市川総務部長  わかりました。すぐ御用意します。 

 

皆川委員長  では、持ってきてください。 

質問を続けて。その間にコピーしてくるそうだから。 

 

渡辺委員  そのことはお答えいただくとして、そもそも先ほど契約書を見させていただ

きましたけれども、この調査業務委託契約は、住民訴訟対象県有林貸付事務の

検証のための調査、検証委員会が設置された場合には検証委員会のための調査

を含むと第１条の（１）にありますけれども、この検証委員会とはいかなるも

のですか。 

 

市川総務部長  １月８日の時点では、和解案につきまして御議決は１１月定例県議会ではお

認めいただかなかったものの、まだ原告のほうからは、和解案について最終的

に再交渉の余地がないというところにまでは至っていないという、そういう状
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況でございました。 

  ただ、私どもの考えとしては、仮に和解が、和解案の交渉が継続するとした

場合であれば、当然和解案に基づく検証委員会は立ち上げる必要があると。一

方で、原告のほうからは、１１月定例県議会で和解案の議決が求められていた

ということもありまして、現実問題、和解案の御議決をいただかなかった以上

は、裁判を継続するという形になってまいります。 

  裁判を継続することになった場合であっても、訴訟を追行していく上で、県

として検証作業は必要、そしてそのための調査は必要ということでございまし

て、検証委員会につきましては、当時とすればその和解案に基づく検証委員会

の可能性もあれば、訴訟継続となった場合に、立ち上げるかもしれない、その

検証委員会、その両方で想定してございました。 

 

渡辺委員  現時点では、和解の第１２０号議案、第１２１号議案を撤回するという意向

である以上は、その和解案に記載されていた検証委員会ではなく、別の検証委

員会ということですけれども、その主なる内容は何ですか。 

 

市川総務部長  御指摘のとおり、その訴訟を追行していく上で、今回本日付でございますけ

れども、条例に基づく附属機関といたしまして、検証委員会を設置したところ

でございます。和解案を御審議していた時点、先ほど申し上げましたけれども、

和解案を御審議していた時点では、和解条項に基づく設置を考えていたのです

けれども、現在は和解が実現不可能で、訴訟継続は決定的となったということ

でございます。訴訟を継続していく上で、今後の被告である我々の主張立証を

補充するとともに、未来に向けた適正賃料及び事務手続等のあり方について御

検討いただくためのものでございます。 

 

渡辺委員  この検証委員会は、訴訟を追行するためのものであるという御説明でしたが、

そもそもこの足立弁護士とは、それ以外に、顧問契約とは別に訴訟委任契約を

締結されて支出されていますよね、月々２２万円。そもそも訴訟委任契約を結

ばれたこの委任契約の中に、当然訴訟を追行するのでありますから、こういっ

た調査項目は含まれているのではないですか。わざわざ別で支出を出して契約

を別途にする必要はない。もともとこの訴訟委任契約の中にその要件は入って

いるのではないですか。 

 

市川総務部長  今回の契約に基づく調査対象となっております業務につきましては、昭和２

年から行っている極めて長大な歴史的経緯がございます。しかも、単に特定の

関係者による特定行為あるいは不作為のみを調査すれば済むものではございま

せんでして、その昭和２年からの期間に多くの関係者のさまざまな行為が積み

重なった上で、関係資料も膨大でございます。その中で多岐にわたる争点や課

題が複雑に絡み合っているということで、調査のための作業量も膨大でござい

ます。 

  原告が住民訴訟で問題としておりますのは、平成９年以降の対象県有地の貸

付でございますけれども、調査の対象には同訴訟で、問題となっている以外の

論点も含まれてきているところでございます。しかも、その調査の対象には、

それよりも前、７０年間の業務も含まれているということでございまして、訴

訟委任契約の対象業務に本件の調査業務も含まれているということは考えられ

ないところでございまして、御指摘のその訴訟委任契約の範囲内で対応するこ

とはできないと考えております。 
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渡辺委員  この訴訟が始まってから、今総務部長が答弁されたような事案は、そもそも

わかっていたことですよね。そういう訴訟なんですから。昭和初期から始まっ

て現在に至るまでのものを、まさに裁判所で争っているわけですから、別にこ

の１月８日の時点で、あるいはその少し前でも結構ですけれども、新たにわか

った事実ではなく、訴訟が始まった当初からその問題は内包されていたんです、

訴訟の中に。ですから、今まで細田弁護士も恐らく藤田弁護士も、この顧問契

約と訴訟委任契約の２本でやってきたのではないんですか。 

 

市川総務部長  これまでの主張をそのまま繰り返すということではなくて、今回自治法で定

める適正な対価でないというような方針のもとで、これまでの県の主張は、ま

た一から考えないといけないというような状況になっているので、今までの訴

訟委任契約とはまた別で考えなければいけないと思っています。 

 

渡辺委員  訴訟が始まったときに、細田弁護士だと思いますけれども、細田弁護士は一

から組み立てたんです、このことを。細田弁護士に同様の契約をしたんですか、

６,６００万円かけて。 

 

市川総務部長  してございません。 

 

渡辺委員  ですからおかしいと申し上げています。そもそも弁護士に依頼するに当たっ

て、着手金を払うとか、成功報酬を払うとかという方式ではなくて、顧問契約

と訴訟委任契約という契約を結ぶことによって、訴訟の一切の費用をここで賄

おうとしてきたはずです。しかしながら、今回別途に訴訟にかかわるものでも

ありながら、この業務委託契約を締結する、その意図は何なんですか。 

 

市川総務部長  順を追ってスケジュール的には、その８月の上申書なりで自治法の適正な対

価でないということですね。主張の転換点があったわけですけれども、その後、

裁判は継続するとなった場合、被告側にですけれども、現在求められているの

は、年末の先日の委員会でも答弁したとおり、過去の知事の責任等について、

今裁判所のほうから主張をするように求められているところでございます。 

  そういったところは、改めてこれまでの主張とは別に、しっかりと整理しな

ければいけないと。今後もこの２月１２日に準備書面を求められていること以

外の論点も、恐らく訴訟を追行していく上で、さまざま裁判所のほうから指摘

されると思いますし、私どももしっかりとそこは県民全体の財産の取り扱いで

すから、将来に禍根を残さないように、しっかりと法的にも整理した上で主張

していく必要があると思いまして、そういう意味においては、それまでの弁護

士とはまた違うものかと思っております。 

 

渡辺委員  裁判で主張を行うに当たって、それまでの弁護士と違うと私には到底思えま

せんが。まず次の２月１２日までに、過去の知事もしくは補助参加人の故意過

失の主張の補充を求められておりますが、これは別に今回求められたわけでは

なくて、このいただいた資料の第１２回口頭弁論調書によりますと、第１２回

のときに求められています。その被告に対して、令和２年１２月１７日までに

提出しなさいと。しかし、今回追加された被告の上申書を見ますと、足立弁護

士は、膨大な量で時間がなくてできませんという反省文のような上申書を出し

ているんですよ。ですから、過去の知事、膨大になることなんていうのは、と

っくにわかっていたはずなのに、なぜ１月に入ってからこの契約をしたんです

か。もうその時点でわかっていたことではないですか。 
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市川総務部長  その時点では、まだ和解の可能性がございました。和解の議決をいただけな

かった後、速やかにこの調査の検討を始めたところでございます。 

 

渡辺委員  和解ができるかできないかは、相手方もありますし、県でありますから議会

の承認も必要です。訴訟代理人として和解ありきではなく、訴訟を継続する場

合のこともしっかり準備しなければならないのは当然だと思います。それは裁

判所から求められているわけですから。和解ができるかできないかを問わず、

しっかりと訴訟代理人としての責務を果たすべきだと考えますが、いかがです

か。 

 

市川総務部長  だからこそ、私どもも急いで調査委託を発注して、調査業務を進めていかな

ければいけないと思ったわけです。和解案をお認めいただくために、私ども当

時、年末の定例県議会におきましては、答弁を、訴訟代理人とも調整しながら

真摯に取り組んできたわけですけれども、１２月２５日が終わった時点で、そ

れがかなわないということになりましたので、その後、和解を完全に原告から、

裁判所は認められないと通告があったわけではございませんが、速やかに訴訟

を追行していく上の体制を考えたということでございます。 

 

渡辺委員  到底納得できる説明ではなく、そもそも訴訟を追行していくことが主であっ

て、確かに和解の事情はあったかもしれませんが、当然その裁判所から求めら

れた時点において、これを検討して速やかに移していくならまだわかります。

しかし、そこまで議会に対して何の説明もなく、我々委員会に対して何の報告

もなく、いきなり１月になってこういった契約が、しかも私の質問に対して答

えていただけないような、このような内容のものが１月８日時点にあったとい

うことは、もう本当に不自然きわまりないと私は思います。 

  そもそもこれは随意契約ですか、この契約は足立弁護士ありきですか。 

 

市川総務部長  今回検証対象となっております県有林の貸付業務につきましては、先ほど申

し上げたとおり、昭和２年から行っている極めて長大な歴史的経緯があること

に加えて、関係資料も膨大でございます。多岐にわたる争点あるいは課題が複

雑に絡み合う非常に困難な事案であると考えております。このため、検証のた

めの調査作業につきましては、徹底した事実調査、的確な証拠評価や高度な法

令運用解釈に見識のある弁護士に依頼する必要があるということでございます

けれども、中でもこの住民訴訟の経緯や実情を最も深く理解している本事件の

県側、被告側訴訟代理人である足立弁護士に委託することが適当であると判断

した次第でございます。 

  本件については、地方自治法など公法分野、そして民法や借地借家法などの

民事法領域が複雑に絡み合う案件でございまして、昭和２年からの極めて長期

間に生じた多数の事実関係の調査が必要となると考えた次第でございます。 

 

渡辺委員  確認しますが、足立弁護士以外に見積もりは取ったんですか。 

 

市川総務部長  取ってございません。 

 

渡辺委員  総務部長の答弁だと、足立弁護士が実績や経験にすぐれるというような話で

すけれども。そもそも先日の１８日の委員会でも申し上げましたが、私はこの

足立弁護士に対して不信感を抱いていると申し上げました。それは第１２０号
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議案、第１２１号議案の提案理由をあたかも裁判所からの和解の勧試があった

かのごとき記載をして、議会に対して誤った、もう裁判所からは否定されてい

ることで、議会に対して議決を迫ったという重大な責任があると私は思ってい

ます。 

  また、そもそも住民訴訟において和解というものが訴訟解決手段としてそぐ

わないという議論もある中で、さらに歴代知事や、補助参加人に対して何ら相

談することなく和解を強引に進めようとしたこの訴訟手続に、大変不信感を持

っています。 

  そんな足立弁護士に、ほかの見積もりも取ることなく、随意契約で本件を任

せるということですけれども、それでは、実績については当然お調べになって

いると思いますが、足立弁護士の行政訴訟の実績、あるいは契約を締結された

のが６月２日ですね。２日に足立弁護士と顧問契約、訴訟委任契約を締結した

６月２日時点でどのような法人、または団体の顧問を務めていらっしゃったの

か、当然お願いするときに調べていると思いますけれども、お答えいただけれ

ばと思います。 

 

市川総務部長  足立弁護士におかれては、本件訴訟を追行する上で、最も総合力が高いとい

うことで訴訟・顧問弁護士としてお願いしているということでございます。足

立弁護士の過去の受任事件については、回答する立場にはないのかなというふ

うに思ってございます。 

 

渡辺委員  何で回答する立場にないのか、よくわからないですけれども、選任するとき

に、そういったことはお調べにならなかったんですか、実績を、経験を。 

 

市川総務部長  もちろんその地方自治法などの公法分野あるいは民法や借地借家法などの民

事法領域が複雑に絡み合う案件ということから、検討を行った上で、法律の実

務やその調査能力をバックアップする組織力や、あるいはコスト面なども踏ま

えて、総合的に判断させていただきました。もちろん足立弁護士がどういう職

歴を歩んでこられたのかというのは、当然持っておりますけれども、以上のよ

うな理由で選任させていただきました。 

 

渡辺委員  そのような抽象的な答弁では到底納得ができる問題ではありません。その前

にそもそも足立弁護士は、誰が探してきたんですか。藤田弁護士は知事がとい

う話がありました。足立弁護士はどなたから推薦を受けた、あるいはどなたが

選任、見つけてこられたんですか。 

 

市川総務部長  先ほどの選任理由にもかかわってくるところでございますけれども、住民訴

訟に取り組むための弁護士を県として求める中で、多数の候補者の中から知事

が本人との対話などを通じて、最も総合力ですぐれていると判断して選任させ

ていただいたということになっています。 

 

渡辺委員  そのことを踏まえて、選任に至るとき、あるいは今件、この１月８日の業務

委託契約でも結構ですけれども、当然調べているでしょうから、足立弁護士の

行政訴訟の実績、また選任された６月２日時点でのどのような法人あるいは団

体で顧問を務めていられたのかという御経験、あるいは著作物、それらを改め

て資料として、要求したいと思います。 

 

市川総務部長  今御指摘の点については、私も他の顧問契約にかかわってまいりますし、も



令和３年２月１日  県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会会議録 

- 8 - 

ちろん足立弁護士の依頼人との関係もございますので、一定の限界はあろうか

と思いますけれども、いずれにいたしましても、足立弁護士と相談して検討さ

せていただきたいと思います。 

 

渡辺委員  随意契約で６,６００万円もの多額の金額で、見積書も、後々言いますけれど

も、よくわからないものも多い中で決定されているわけですから、しっかりと

その選任の正当性を証明するためにも、資料を提出していただきたいと、重ね

て要求、要望いたします。 

 

皆川委員長  ただいま渡辺委員から要求のありました資料について、委員会として資料を

要求することに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

皆川委員長  それでは、この件に関して、執行部、よろしくお願いします。 

 

渡辺委員  またもう一個、ちゃんと確認しておきますけれども、以前にお二人の訴訟代

理人がいたと思います。細田弁護士、藤田弁護士、この方々も膨大な資料を精

査しながら訴訟を追行していたんです。その方々は、やはり足立弁護士の顧問

契約、訴訟委任契約だけですか。それともほかにもあったんですか、こういっ

た業務委託が。 

 

保坂行政経営管理課長 お答えします。 

  細田弁護士については、県の顧問契約をしているということでございまして、

それ以外のものはございません。それから藤田弁護士につきましては顧問契約

とそれから訴訟委任契約、この２種類のみでございます。 

 

渡辺委員  細田弁護士は顧問契約のみで、この膨大な資料があると答弁されていますこ

の案件について訴訟を追行してこられたにもかかわらず、足立弁護士にはそれ

よりさらに訴訟委任契約、そしてさらにこの６,６００万円の調査業務委託契約

を締結されていると。到底私には納得できないですけれども。さらに足立弁護

士から見積書が来ている。まずこれ幾つもあるんですけれども、見積日が１月

８日ですけれども、これが来たのが。１月８日に見積もりが来て、１月８日に

契約締結したんですか。 

 

市川総務部長  はい。御指摘のとおり１月８日付で見積書を徴しまして、１月８日付で契約

しております。 

 

渡辺委員  こんな金額を、見積書が来て、その日に契約するんですか。そんなことが制

度的に許されるんですか。あまりの衝撃に、ちょっと言う言葉もないですけれ

ども、しっかりと精査したんですか、この見積もりを１日で。 

 

市川総務部長  見積書の内容につきましては、時間制で支払う弁護士報酬に関する基準によ

って、時間単価でお支払いするということはあるということで、１時間当たり

の適正な委任事務処理単価に、その処理に要すると見込まれる時間を乗じたと

いうことで、それぞれ３人を想定した金額と時間については、ごらんのとおり

でございます。極めて長大な歴史的経緯があることに加えて、関係資料も膨大

だということでございまして、多岐にわたる焦点や課題、複雑に絡み合う非常
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に困難な事案であることから、相当の作業が想定されるということでございま

す。 

 

猪股委員  関連です。 

  ただいま渡辺委員からの質問がありましたとおり、見積書がお手元にはいっ

ているということで解釈しています。執行部ではその見積書は見ているからで

すけれども、この渡辺委員が資料要求しましたよね。資料要求をしていますこ

の６,６００万円、この内容がいかにして、どういうものなのか、わからない。

この説明をしていただけますかね。これは足立弁護士１人に行くものなのか、

どうなのか、その辺はいかがですか。 

 

市川総務部長  先ほど冒頭の行政経営管理課長の御説明でもありましたとおり、再委託する

ことはできることとなっております。 

 

猪股委員  上の顧問契約、訴訟委任契約については、足立弁護士に月に２２万円、１０

カ月、そして顧問契約が今言った訴訟委任に対しては２２万円で９カ月、これ

は２２０万円と１９８万円、そしてこの見積書に出ていますこの足立弁護士に

４,５００万円と出ているんですよね。そうすると、あと２人の弁護士さんが入

っていると思うんですよ。 

  先ほど、弁護士さんには時間帯で支払いをする。これはどういう計算をして

も、１月８日から３月３１日まで、平日を計算すると５６日、この見積書には

９００時間とありますよね。この９００時間を平日分５６日で割ると１日１６

時間なんですよ。この１６時間をこの５万円で掛けるような計算が妥当なのか

どうなのか。 

  はっきり言ってこの見積書は、先ほど渡辺委員が質問で言いましたけど、こ

んなもので簡単に受けられるような見積書、こんなやり方でいいのか、どうな

のか、いかがですか。 

 

市川総務部長  先ほどの時間の話でいいますと、先ほどの繰り返しになってしまいますけれ

ども、長い歴史の中で関係資料も膨大でありまして、多岐にわたる争点や課題

が複雑に絡み合う非常に困難な事案でございます。それに要する時間として見

込まれたものを想定しているものでございまして、多過ぎるとか、そういう話

ではないかと思います。 

  ちなみに、先ほど課長の説明にもございましたけれども、実際のその契約上

は、概算払いはしているものの、実際にそれに要した費用がそれを下回れば、

精算するという契約になってございます。 

 

皆川委員長  答弁はそれを求めているんではないでしょう。１日１６時間という計算がお

かしいと言っているんでしょう。 

 

市川総務部長  その１日８時間を働くことを前提とする観点からすると、ということでござ

いましょうけれども、現実作業量としては、発生していると思っております。

今全体はわかっていませんけれども、まだ３月が終わっていませんので。ただ

相当の作業時間は費やしているというふうには思ってございます。 

 

猪股委員  この契約は今からの仕事ですよね。今まで積んできたことをどうのこうので

はないですね。そうすると、部長が答えていただいたことで、１日８時間、こ

れでいくと１６時間という計算になりますし、先ほど渡辺委員が言いましたと
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おり、この契約に当たっての調査委任のこの契約の金額、これすら妥当性があ

るかどうか、よくわからない。その辺が一番の今感じているところなんです。

あえて言えば、いろいろ前へ戻すと和解案が取り下げられるということを前提

で、また訴訟が始まるという形ですけど、今までの労力というか、今から始ま

る仕事がこんな簡単な金額の出し方でやっていいのか、どうなのか。いかがで

すか。 

 

市川総務部長  単価につきましては、今回足立弁護士分については５万円、そして再委託先

の弁護士として同額と、３万円という単価設定をさせていただいております。

こちらについては、大手の法律事務所については、時間制の報酬単価、ウェブ

サイトでは非公表とされておりますけれども、それ以外の法律事務所において、

インターネットで検索しただけでも、パートナークラスであれば５万円という

単価は、むしろそれよりも上回る単価で出ているところでございまして、大手

法律事務所のパートナークラスであれば、５万円は下らないと考えているのが

１点でございます。 

  また、時間につきましては、先ほど御指摘ありましたけれども、契約依頼、

私ども、足立弁護士と連絡を取り合うことはあるわけですけれども、少なくと

も私との間のやりとりでも、朝の８時、あるいはその夜の１２時、こういった

ところも別に普通にございまして、土日も含めて連絡は取り合ってございます

ので、相当な作業は既にしているのではないかというふうに思っております。 

 

猪股委員  最後に、話が変わりますけどね。今部長の答弁にありましたこの時間的な、

さまざまだから時間的に長いという解釈があるでしょうけれども、県が方向転

換をしたことでこういう形になったとすれば、裁判は負けるのが前提だという

捉え方しか僕らはできないんですよね。勝ってできる裁判だったら、選ぶ人も

変わらなければならないでしょう。私は思うんですよ、弁護士は。あえて言わ

せていただけば、もう負けることを望んでこの裁判に向かっているのかという

捉え方があります。もっと言うと、原告が富士急を訴えているのではないじゃ

ないですか、解釈はね。県と受けて立っている富士急であって、１８０度方向

転換したから、残ったのは富士急だということで、原告と富士急の争いみたい

になってしまって。逆にいうと、県が富士急さんを訴えられますか。契約、前

にも言わせてもらったけど、契約は相互の契約ですよね。契約している以上は、

富士急には責任がないと私は思います。前にも言わせてもらったけど、かばう

気持ちなんかはありませんよ、こんなことは。事業者としてそんな契約をうた

われたら、誰が望みますか。 

  だから、裁判で勝てるやり方を考えていただきたい。それができないのだっ

たら、ある程度この特別委員会の中の意見もよくのんでいただいて、今後の進

め方を考えていただきたい。それについていかがですか。 

 

市川総務部長  今回対象となっております県有林は、県民全体の財産だと考えてございます。

その県民全体の財産を適正に管理していく我々としましては、住民訴訟の勝敗

にこだわるのではなくて、住民訴訟の意義に真摯に向き合って、住民全体の利

益につながる積極的な真実発見のため努力するということが基本だと思ってご

ざいます。 

  その結果、現行賃料、地方自治法に定める適正な対価を大きく下回って、県

の貸付料の算定が違法でないことの正当性を主張し続けることができないとい

う状況になったのは、御案内のところでございます。 

  和解が今回１１月定例県議会でお認めいただけなかったこと、また原告から
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もはや再考の余地はないとされたことを踏まえて、今後住民訴訟は継続するこ

とになってくるわけでございます。 

  先ほど委員の御指摘の補助参加人である富士急行を訴えることができるのか

ということになってまいりますけれども、住民訴訟の結果がそういった結果に

なれば、私どもは訴えることが義務という形になってまいりますので、そこは

住民訴訟の推移を見なければいけないものだと思ってございます。 

 

猪股委員  今、損害賠償金２０億円、鑑定額か。不動産鑑定額の見方が違うという解釈

で数字の違いが出ているんですよね。でも、これはよくよく解釈すると、原告

が県になった場合、富士急を訴えた場合、逆に今度は前にも言わせてもらった

んですけど、富士急がそれに対して県を訴えていく。やりとりの中で何十億円

が何億円になろうと、また訴えられたら、その賠償金のすり合わせというのか、

落としどころ、これは変わってくると思うんですよね。県が原告になって富士

急を訴えた。そうすると富士急から損害賠償を。だけど訴えられるでしょうね。

そのままわかりましたとは言えませんけど、そういうやりとりをしたときに、

何のメリットがあるのか、最後お答え願いたい。 

 

市川総務部長  先ほど申し上げたとおり、県民からお預かりしている県民全体の財産を適正

に管理していく、こういったことかと思います。 

 

白壁委員  先ほどから話を聞いているとね、これは新たに始まったもののように感じる

んだけど、これは実際のところをいうと、この訴訟に伴って、総務部長が言う

ように過去の長い歴史、膨大な資料というのはわかっていたんではないの。 こ

の最初のときに。わかっていなかったんだ。わかっていたかどうか、それを教

えて。 

 

市川総務部長  もちろん訴訟が始まった時点で、こういった長い歴史がある、経緯がある事

案だということはわかってございました。ただ、そこは当時のそれまでの訴訟

追行方針と今とは、また違うということは付言しておきたいと思います。 

 

白壁委員  そのときと現状では調べる量がまた違うというふうに聞こえるんだけど、決

してそんなことはないよね。これが問題になっているところというのは幾つか

あって、それはもうとっくにわかっていることであって、そのときには膨大な

資料、長い年月、昭和２年以降の膨大な資料があるからということをわかって

いると思うんだよ。本来でいうと、この顧問弁護士以外のところも訴訟費用と

して、月々２２万円お支払いをしなきゃならない。そうすると先ほどから渡辺

委員が言われているところに入るんだけど、そういったものが明確になってい

るにもかかわらず、今回は被告として敗訴の方向に向かっていくための富士急

に対するいわゆる証拠書類を、いかに集めるかということで６,６００万円かか

っているんだよ。それとしかとれない。 

  本来でいったら、原告に対峙して、被告と原告で争っていくのが裁判のスタ

イル。もっと言うと、和解のときには１円たりとも、最後の末端の１円までし

っかりと監視して、それで裁判所がかかわった話になる。今回の場合はそれが

ない。ということは、それも無効、違法、関係ゼロということなんだ。 

  だから、こういうものというのは、もう最初から積み上げられたものなの。 

本来からいくと、この中に入っていなきゃならないんだけど、それを方向転換

するからって、ちょっと違いませんか、６,６００万円。お答えください。 
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市川総務部長  従前の訴訟追行方針とやはりそこが異なってくる点としては、先ほど申し上

げたとおり、その住民全体の利益につながる積極的な真実発見に努めることを

基本として追行していく中で、重大な誤りが見つかったと。その結果、地方自

治法に定める適正な対価を大きく下回ってくると。そういったことを県として

認めた上で、裁判所のほうから過去の知事の責任について問われているところ

でございまして、従前の訴訟の方針の中では、そういったような主張はこれま

でしてこなかったということなので、以前と現在では異なるものだと思ってい

ます。 

 

白壁委員  だから、もう最初の段階でわかっているんだ。もうこんな膨大な資料、長い

年月、当たり前のことだよ。だから２２万円という大金を使って、月々のお支

払いをして、訴訟に来ているんだよ。じゃなければ受けないんだよ、弁護士も。

ということは訴訟代理人の人も、それでオーケーを出したんだよ。かといって、

簡単な話で、そのときの方針転換で、方針転換する前はそれでよかったんだけ

ど、原告の言うとおりだから、よかった。我々も乗っかっていた。だから、そ

れでよかったんだけど、和解が成立しないから、もっと調べなければならない

ということとしかとれない。皆さん、至り賢しだから、優秀な頭の中でいろい

ろなことを考えるけど、一般的な考え方からすると、そうではないということ

を、しっかりと最後に言って終わります。答弁は要らない。 

 

飯島委員  漏れ議論されている弁護士の契約の金額は置いておいて、足立弁護士を含め

て３人の方で検証委員会と、伺っていますけれども、その３人とも東京出身と、

伺っていますが、それは事実ですか。 

 

市川総務部長  本日告示させていただきました検証委員会につきまして、まだ人選について

は公表する段階には至っておりませんが、ただ現実問題として、今御指摘のと

おり委員長につきましては足立弁護士、そして残り２人については、それぞれ

大手法律事務所の一つであります森・濱田松本法律事務所等からの紛争解決を

専門とする２名の弁護士にお願いすることといたしております。 

 

飯島委員  大手の弁護士事務所で多分有能な方なんでしょう、足立弁護士を含めて。た

だ、１２月１５日の議会で渡辺議員から、この和解案について質問している中

で、知事は、こう言っているんです。「最終的に裁判所で判断を仰ぐべきではな

いかと、こういう考え方も一理あろうかとは思いますが、これも繰り返しにな

りますけれども、私どもは地方自治体であります。この問題に関してましては、

この山梨県である議会の先生方と私ども執行部こそが、この山梨県のさまざま

な県民の皆様の思い、あるべき姿、こういうものを肌で感じている。我々以上

に山梨県について真剣に考え、真剣に取り組んでいる、こういう存在は、この

世の中にいないわけであります」こう言っているんです。 

  山梨県の弁護士ではない。矛盾している、相反すると思いませんか。 

 

市川総務部長  委員御指摘の知事答弁につきましては、和解案の御審議の中での答弁かとい

うふうに思ってございます。もはや和解を求めることは実現不可能となってお

りまして、訴訟を継続することが決定的となってございます。訴訟継続してい

く上で、被告の主張立証を補充するとともに、未来に向けた適正賃料や事務手

続のあり方等について検証していただくに当たって、より複眼的な目で見るこ

とや、公正、客観的な検証とするため、先ほど申し上げたような、専門性もあ

って能力の高い弁護士を、今回委嘱することといたしました。 
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飯島委員  私は、有能な弁護士を否定しているわけではなくて、知事がおっしゃってい

ることと、違うんではないかと、見えることがね。３人いるんだったら、例え

ば１人、あるいは２人、山梨県の弁護士を入れるとか。それだったらこういう

おっしゃっていることがストンといきますけど、全くそう見られない。この３

人の弁護士は、一体誰が、いつ、どういう会議で決めたんですか。先ほど資料

説明があって、業務打ち合わせ簿というのがありますわね。県にもそういうの

があるんでしょう。３人の弁護士を決めた経過、いつ、どこで会議をして、決

定者は誰ですか。 

 

市川総務部長  これからまだ第１回目は開催しておりませんので、具体的な手続について、

この３人でお願いするということになったことにつきましては、具体的な日付

は出てきませんけれども、知事がそういう形でこの３人にすると。委員長を初

め、３人にするということについては、御了解済みの上で調整をしております。 

 

飯島委員  部長、申しわけないけど、歯切れが悪くて理解できないんです。私の頭が悪

いからかもしれないけど。知事には理解してもらっているって。私が聞いたの

は、誰が、どういうメンバーの会議で決めたのかと聞いているんですよ。それ

を決めて知事に報告したというのならわかりますよ、理解してもらっていると。

だから、そこの私の質問にしっかり答えてください。 

 

市川総務部長  複数の弁護士が候補者としてある中で、知事がこのお二人を加えて、足立弁

護士と合わせて３人の弁護士でいくということを、知事が決めたところでござ

います。 

 

飯島委員  わかりました。決定したのは知事だということがわかりました。議論したか

どうかは答えていただけなかったので、詳細はわかりませんが、知事が決定し

たということであります。理解をしました。 

  今回この訴訟の問題、和解の問題、昨年の１１月議会からいろいろ議論を経

て視察も行ったりして、山日の論説でもいろいろありましたけれども、議会の

本来の姿を見せているんではないかと、私もそう思います。議論をして、いろ

いろなことがわかったという意味では、今後もしっかりやっていかなきゃいけ

ないなと思うわけでありますが。まずこの和解の件、和解の件ありきでこの議

論、検証委員会もそうですけど、視察もそうですけどね、費用と時間をかけて

やっているわけですから、こういういろいろ議論がありますけれど、基本に戻

って総務部長にお伺いしたいと思います。和解の件の提案理由は何ですか。 

 

皆川委員長  和解の件ではなく、今やっているのは、この資料の関連質問です。 

 

飯島委員  それは足立弁護士が出てきますから。 

 

皆川委員長  足立弁護士の関連ならいいけど。 

 

飯島委員  先ほども渡辺淳也委員から出ましたけど、提案理由が間違っていた。鈴木裁

判長からも不愉快だみたいな。私は言っていないのに、こういう新聞記事が出

ました。総務部長に私は抗議したらどうですかと言ったら、抗議の対象ではな

いと。では責任はどう思いますかと言ったら、反省していると、こういうやり

とりがあったと思います。 
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  この裁判長が和解の試みはされていないというのは、これは事実です。でも、

足立弁護士がこういうことを県のほうにサジェスチョンしたというのも、これ

は事実ですね。そういう答弁があったんですから。そういう足立弁護士を、な

ぜまた起用するのか、これは自然な考えですよね、普通の。 

  これ野球の試合でエラーしたから、ドンマイドンマイ、次頑張れと、こうい

う話ではないと思いますよ。信頼をしていた弁護士が過ちを犯した。重大な過

ちですよ、これは。その重大な過ちの責任も、まだ示されていないのに、けじ

めもつけていないのに、私から言わせるとね。新たな契約。これはどう見ても

納得いかないですよ、県民も。納得させてください。納得させていただく答弁

を期待します。 

 

市川総務部長  提案理由につきましては、私どもといたしましては、事実と異なるものを示

したものではないというふうに思ってございます。委員会において、御指摘が

あった後も、足立弁護士に対して、当時のやりとりもしっかりと確認した上で、

そのように考えているところでございます。 

  ですので、提案理由について、よりわかりやすい表現としなかったことにつ

きましては、私どもからすると反省すべき点はあろうかということは、先日申

し上げたとおりでございますけれども、その件について、足立弁護士と私ども

県との間で、足立弁護士が間違っていたとか、そういうことはないというふう

に考えておりますので、委員の御指摘は当たらないと思います。 

 

皆川委員長  飯島委員、あした執行部説明会で和解取り下げの件をやるから、とりあえず

そこまでにしておいてくれますか。 

 

向山委員  後で自分も質問させていただこうと思っているんですけど、猪股委員の発言

で、看過できなかったので、１点だけ。猪股委員のほうで今言っていただいた

中で、１日１６時間ということになるんですが、これは総務部としてもちろん

承知をされていると思うんですが、超過時間というのは一般的に何を言うかわ

かりますよね、超過勤務。 

 

市川総務部長  おっしゃっているのは、その労働基準法上のという、そういうことですか。

済みません、通告を受けていなかったので、より正確な答弁を期するのであれ

ば、別途用意させていただきたいんですけれども。 

 

向山委員  一般的に言う超過勤務とは、１日労働時間８時間、週４０時間に当たります。

先ほどの総務部長の御発言だと、見込まれたものを想定されているということ

なんですけれども、１日に計算すると１６時間ですね。週で計算すると約１２

週にすると４８０時間、到底１日８時間、週４０時間にならないと、大きく超

えてしまうんですけど、このことについては、県としては是認をされていると

いうことでいいでしょうか。 

 

市川総務部長  済みません、弁護士の法律に基づく勤務体制については、今お答えできるか

といったら、できません。正確な答弁をしたいと思いますけれども、今通告も

なかったものですから、弁護士の勤務体系について、お答えすることはできま

せん。 

 

向山委員  弁護士ではなくて、一般的にその８時間、週４０時間以上の勤務を県として

是認をされているんですか。 
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市川総務部長  済みません。本件についての話ではなく、一般論としてということでしょう

か。それも結局のところは、その契約の内容によるものだと思います。 

 

向山委員  それは、県の見解としてよろしいですね。今、県全体の見解として。 

 

市川総務部長  委託発注に際して、その超過勤務どう考慮してやっていくのかということに

ついては、先ほど申し上げたとおり、契約の内容によりけりだと思っておりま

す。 

 

向山委員  今、手元にないとおっしゃったんですけれども、もちろんこれは見積もりを

提示されて、室長、課長のほうでもちろん協議をされて問題ないということな

んですが、そのときの協議の中では、そんな議論は全くなかったんでしょうか。 

 

市川総務部長  特にございませんでした。 

 

向山委員  県の超過勤務を是正する立場、しないように呼びかける立場であると認識を

していますが、その中でその協議はないということについては、おかしいとい

うふうに私個人は思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

市川総務部長  正確な答弁ができない中での答弁で申しわけないんですけれども、直ちに今

の時点で問題があるとは思ってございません。 

 

向山委員  では、正確な御見解をいただければと。 

  もう一点、飯島委員のほうで、先ほどやりとりされた知事が決定したという

のは、私のほうから答弁するのはおかしいんですけれども、それは知事がでは

なくて、訴訟については県庁内に特別チームがあるので、副知事をトップとし

た特別チームでこの原案を協議して出していると思うんですが、この特別チー

ムでどういった議論をされましたでしょうか。 

 

市川総務部長  今回の検証委員会の人選につきましては、議論というよりも、そのけんけん

がくがく、誰がどうすべきかというような話よりも、結果としては、特別チー

ムももちろん承知しているわけなんですけれども、最終的には委嘱者は知事で

ある以上、知事が決定したという形になっております。 

 

向山委員  細かくて済みません。１２月１０日の山日新聞の１面に出ていまして、県有

地に関する問題を扱う特別チームを設置し、副知事をトップに据えたとして、

知事がおっしゃっていますが、「誤解されないように、純粋たる行政機構による

政治屋の手から離したい」と知事がおっしゃっているので、知事はかかわって

いないんですよ、この選任に。であるので、総務部長と副知事、林務長も入っ

ていると思いますけれども、森林環境部長も。皆さんで何回会議してこういう

ものを決定されたんでしょうか。素案として出したもの。その経過をしっかり

とお伺いしたい。 

 

市川総務部長  御指摘の特別チームに基づいて今後検証していくということにつきましては、

和解案を議論していたときのことだと思います。今回の検証委員会につきまし

ては、先ほども申し上げたところでございますけれども、和解が実現不可能と

なって、訴訟継続が決定的となったと。このたび設置することになった検証委



令和３年２月１日  県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会会議録 

- 16 - 

員会につきましては、訴訟を継続していく上で、今後の被告の主張、立証を補

充していくということと、未来に向けた適正賃料や事務手続等のあり方につい

て御検討いただくということでございます。和解ではなく、訴訟追行のための

検証委員会であることから、被告である知事として判断させていただいたと、

こういったことになってございます。 

 

向山委員  これは和解案だけの特別チームで、今は知事のもとに戻って、知事が判断を

されているんですか。要するに、政治的な思惑や誤解された点は反省点という

ふうに述べて、知事自身は訴訟対応から距離を置き、県有地に対する問題を扱

う副知事をトップとする特別チームを庁内に設置したと。これは和解案だけ、

自分は知事の御意向はもっとしっかりとしたものを決断していただいたという

ふうにしていたんですけど、それはそういうものなんでしょうか。 

 

市川総務部長  特別チームにつきましては、引き続き必要に応じて県の幹部でもありますし、

当然のことながら本件訴訟の重要な県庁内での意思決定過程の幹部でもありま

すので、そこは必要に応じて議論などをしておりますけれども、ただ、この委

員会の選任に当たっては、先ほど申し上げたとおり、被告である知事として判

断させていただいたということでございます。 

 

小越委員  住民の方から、コロナが大変なときに６,６００万円も急に出てくるんだなと。

山梨県はどうしてそんな金があるんだと、コロナに回してくれと、そういう話

を、私、今回この話を聞いて何人の方からもお伺いしました。澤野鑑定を見て

みれば、鑑定と書いてありますし、知事の意向に反した場合はどんどん変わっ

ていくんだなと、今回６,６００万円を見て思いました。 

  その澤野鑑定のことも聞きたいんですが、まず６,６００万円のことを聞きた

いと思います。 

  確認ですけど、裁判の追行のためと、検証委員会のため、この２本のために

６,６００万円を３月末までに払う。３月末がお尻ということで、それでよろし

いんでしょうか。 

 

市川総務部長  この調査業務につきましては、訴訟にかかわらない、未来にかかわる部分も

含めて、調査の委託を発注しております。 

 

小越委員  裁判追行するためということは、それは関係ない。裁判のことは関係なくと

いうことですか。 

 

市川総務部長  済みません、少しはしょってしまいまして。裁判を追行する上で、検証のた

めに調査すべき内容に加えまして、未来についての貸付業務のあり方について

も、調査の対象とさせていただいております。 

 

小越委員  それで、裁判は今度３月２３日にもう一回あると聞いています。３月１２日

までに準備書面でなんだけど、故意・過失のことを出せと言われている。３月

３１日がこの６,６００万円ですけど、裁判がもっと続いていきますよね。３月

２３日に判決が出ると聞いていないから。ということは３月３１日を過ぎても、

裁判追行のために必要だったら、このお金は追加でまた５万円掛ける時間で出

ていくんですか。 

 

市川総務部長  済みません、そこは今の時点ではまだ検討をしてございません。まずはその
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３月３１日までに調査の業務を進めていくということになってございます。先

ほど仕様書にもありました、仕様書や契約書の中にもありましたけれども、訴

訟追行の状況ですとか、あるいは設置された場合には、その検証委員会のほう

の議論の状況も踏まえながら調査をしていくという内容になっておりますので、

それはその内容次第なのかなと思っています。 

 

小越委員  ということは、もしかしたら３月３１日で終わらず、５万円掛ける時間、ほ

かのお金を含めですけれど、もっとお金が出ていく可能性があるというふうに

私は思うんですよ。この５万円は多分大手の森・濱田松本法律事務所の規定に

基づいて、この弁護士は５万円とか３万円とかと決まっているからお金を出す

んだと思うんですけど、これはタイムチャージですよね。タイムチャージだか

ら、かければかけただけお金を払う。先ほど議論がありましたけど、この間の

経過というのは、もうこの間、もうみんながもう何時間もかけてつくったもの

がある。何時間もかけて、だから裁判をずっとやっていますよね。裁判で積み

上げてきたことをもう一回やり直して、このタイムチャージで５万円払って、

９００時間なり、もしかしたらもっとかけるかもしれないとなると、いいもの

を求めようと思えば、弁護士はいいものをつくってくるので、時間をかければ

かけるほどお金を払っていくということになるんですよね。 

  となると、どこかで上限を決めて、もうここまでですと、１億円で終わりま

すとか、そういうふうにすることはあるんですか。それとも上限なく歯どめな

く、もうどんどん上がっていくんですか。 

 

市川総務部長  先ほど申し上げた契約書をごらんいただければわかるんですけれども、本契

約の上限が６,６００万円でございます。その上で、県民共有の財産の扱いにつ

いて、将来に禍根を残してはいけないということで、今回の調査業務について

はしっかりとやっていかなければいけないと思っておりますが。ただ、３月３

１日以降の話については、今の時点で何か具体的なものを想定したものはござ

いません。 

 

小越委員  ３月３１日までで、この検証のための調査業務内容というところで、住民訴

訟の進捗や検証委員会が設置された場合はということで、きょう附属機関を設

置するということなんですけど、この下の適正なんとかと書いてあるのは、そ

の後に損害賠償の請求権の有無、請求額、それから監査委員のこと、富士急の

癒着構造と、いろいろ書いてあるんですけど、これは足立弁護士が主張してい

ることを、２０億円が適正だということを、それを立証するための検証委員会

としか思えないんですけど、そうではないということが何か言えますか。 

 

市川総務部長  先ほどの答弁でも申し上げましたが、検証委員会は、訴訟を継続していく上

で、今後の被告の主張立証を補充するということと、未来に向けた適正賃料及

び事務手続等のあり方について御検討をいただくものでございます。 

 

小越委員  先ほど言ったみたいに、そうしたら追行していくとなれば、３月３１日に終

わらないんだから、裁判は。ずっとまたこの５万円掛ける幾らかわからないけ

ど、タイムチャージでこれだけかかりましたと、どんどん上がっていくわけで

すよ。 

  今、裁判を追行すると決まった。裁判の結果はわからない。だけど、今この

間のいろいろな論議の中で、澤野鑑定士や鬼丸元最高裁判所判事の話も聞いて、

だんだん方向が、足立弁護士の話とは全然違う方向に行っていると思うんです
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よ。裁判の結果を経ずに、３月３１日までに、山梨県としての見解は、足立弁

護士が言っているこれが正しいということを実証するためにやっているんでし

ょう。裁判とは違う結果が出るかもしれませんよ。裁判はもっと違う、この検

証の足立弁護士以外の方向が出たら、この検証委員会と整合性がとれなくなる

んですけど、どうするんですか。 

 

市川総務部長  済みません、訴訟のスケジュール感については、裁判所のほうでお決めいた

だくことですけれども、少なくとも私どもに対しましては、被告として今の時

点では過去の知事の責任等について、主張を求められているという状況でござ

います。 

 

小越委員  だから、足立弁護士は、過去の歴代知事の故意・過失はないことを立証し、

準備書面に書いてありますよね。そして地方自治法違反だから、富士急には不

当利得があるということを実証するために、準備書面を今つくっているんです

よね。そういうふうに書いてあるから。その準備書面、足立弁護士、それと同

じことを検証委員会の中でこれはずっとやっていくわけですよ。ということは、

裁判の結果と検証委員会の報告が違うこともあるかもしれない。 

  これは３月３１日までに検証委員会に報告が出て、それをどう生かすんです

か。それは議会にかけるのか、報告するのか、それとも裁判所に検証、山梨県

とすればこれになりましたと、これを証拠資料として出していくんですか。 

 

市川総務部長  検証委員会の御議論につきましては、適宜その訴訟追行していく上で、被告

の主張に活用させていただきたいと思ってございます。調査業務につきまして

は、３月３１日ということで、当面年度内の論点整理を求めているところでご

ざいます。 

 

小越委員  ３月３１日までに、この足立弁護士が９００時間ですよね。１６時間も仕事

ができないというふうに私も思うんですけど、普通弁護士の方々は弁護士のそ

の下についている若い弁護士にいろいろな雑務というか、調べ物をしてもらっ

たりするんですけど、森・濱のところにアソシエートと書いてありましたけど、

この弁護士以外に違う若い弁護士が来て調査したりする。その時間数やそのお

金も入っているんですか。それともあくまで足立弁護士なり、他の２人の弁護

士しかこの資料は見てやらないのか、ほかの下の方にもお願いして払うんでは

ないですか。違いますか。 

 

市川総務部長  あくまで見積もりとしては、再委託については２人を想定した積算になって

いるわけでございます。ただ、現実に今その再委託することとなっております

弁護士は２人でございます。ただ、それ以上に再委託してはいけないというと

ころまでは、私ども求めてはおりませんので、契約額の範囲内において、必要

に応じて再委託に関する求めがあった場合には、そのたびにチェックしていく

という流れになろうかと思います。 

 

小越委員  ということは、この３人の弁護士以外にも、この資料にかかわってやる人が

出る。そうするとその方々だけ５万円はないかもしれないけれども、時間給が

発生する。そのタイムチャージでどんどんふえる。だから６,６００万円を超え

るかもしれない。超えたときには、お金払うんですか。この超えないと書いて

あるけど、この必要に応じてはと書いてあるから、払うこともあるんですか。 
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市川総務部長  先ほど別の委員の答弁で申し上げましたけれども、６,６００万円が上限でご

ざいます。 

 

小越委員  この６,６００万円、大手の弁護士だから、このくらいかかるかもしれないん

ですけど、わざわざ裁判で今結果を出そうとしているときに、裁判の方向と違

うではないかということを、この委員会の中でもやりました。鬼丸元最高裁判

所判事にも聞いたりして、この足立弁護士の理屈が通るのかと。いや、通らな

いんではないかというような世論もある中で、この足立弁護士の話だけをもと

に、この検証委員会をつくり、そしてその３人は、知事がお願いした。普通は

第三者的な検証委員会を呼ぶんですよ。足立弁護士の話、細田弁護士の話、富

士急の話、それも含めて山梨県はどうするかという、公平な立場でやるのに、

これでは公平、公正な検証委員会にならないと思うんです。どう思いますか。 

 

市川総務部長  検証委員会のその人選については、先ほど申し上げたとおりでございます。

より複眼的な目で見ること、そして公正、客観的な検証とするため、３人の弁

護士により構成するものとしております。その具体的な人選においても、訴訟

代理人である足立弁護士に委員長をお願いするとともに、その他２人において

は、大手弁護士事務所等から紛争解決を専門とする２人の弁護士にお願いする

こととしたところでございます。 

 

小越委員  また、６,６００万円以外のものがありました。私、知事が選定した３人で、

知事の思いどおりの検証委員会になってしまうのではないかと思うんですよね。

足立弁護士が委員長で、足立弁護士と同じ事務所だった方も含めてやると。検

証の中身は、足立弁護士が実証していることだけやると。それも前からもうや

っていることを、お金を積み上げて５万円掛ける時間で行うと。これは検証委

員会のメンバーを議会に報告していませんよね、どうなるかと。誰がなるかと

言えるということではないし。これは知事のやり方が、適正価格は２０億円と

いう、それはどうしても譲らないんでしょうね。何があっても。何があっても

知事は、この方向でいくとなりますと、これは余りに横暴勝手過ぎるというふ

うに、ちょっと思うんですよね。 

  それは公平、公正な立場の検証委員会をしなければいけないし、今裁判をや

っているんだから、裁判の結果とこの検証委員会は全く逆のことになるかもし

れない。私はそう思います。 

  この６,６００万円は、適正な価格でなかった場合は、違法無効でありという

ふうに言っていましたよね、地方自治法。この６,６００万円がもしかすると適

正なものではなく、違法無効になるかもしれない。６,６００万円、私は認めら

れないと思います。こんなことをしたら何でもありですよ、本当に。６,６００

万円、どこから出てきたんですか。普通の県民は怒りますよ。お金がないとか

言っているなら、コロナに回すのに、こんなお金どこから出てきたんだって、

みんな怒っていますよ。６,６００万円の根拠がない。そしてこの６,６００万

円はどう使われるかわからない。これからももしかしたら、上限がどんどん上

がっていくかもしれない。それを総務部長は財政課の課長の判断で判こを押し

て、できました、１月８日にやりました。そんなことは誰も信用できませんよ。

この６,６００万円は撤回していただきたいと思います。 

 

市川総務部長  今回の調査委託事務につきましては、当然適正に法令に基づきましてお認め

いただいた予算の範囲内で契約をさせていただいているところでございます。

コロナの御指摘がございましたけれども、厳しい財政状況の中であればあるほ
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ど、むしろ県有財産の管理一つとっても、将来に禍根を残すようなことがあっ

てはならないと。しっかりと適正に財産を管理していかなければならないと思

ってございます。 

  今回につきましては、相手のある話ではございますけれども、適正賃料を求

めていく中で、最終的には、その適正化の中で県の歳入のところにもかかわっ

てくる話でございますので、そういったことをやるための必要なステップだと

いうふうに思っております。 

 

皆川委員長  委員各位に申し上げます。先ほど向山委員から出ました弁護士の勤務時間の

件については、午後の審査で答弁をできますか。お願いしますけど、いいです

ね。 

  それでは、質疑の途中でありますが、暫時休憩いたします。再開は午後１時

といたします。 

 

（休憩） 

 

皆川委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を継続いたします。 

  総務部長、何か説明を先にするんでしょう。 

 

市川総務部長  まず、資料をお配りさせていただきました。昨年の２月定例県議会におきま

して、私ども執行部のほうから、議会にお諮りいたしました議案についてでご

ざいます。いわゆる予算書というものでございまして、１２６ページと書いて

ある最後のページをごらんください。今回支出させていただきました調査費用

につきましては、この歳出の款総務費、項総務管理費、この中から支出させて

いただいたというところでございます。 

  加えまして、午前中の審議の中で、向山委員のほうから御質問をいただきま

した労働基準法との関連でございます。 

  そもそも、今回の調査業務の委託契約について、私ども県と足立弁護士は、

使用者と労働者の関係にはないということに加えて、一般にその労働者として

の定義でいわれておりますような、さまざまな条件があるわけですけれども、

足立弁護士は誰かの指揮命令監督の中にあって業務を行っているわけではない

ということで、労働基準法の適用外だというふうに承知しております。 

 

渡辺委員  予算書を提出していただきました。先ほど総務部長の答弁の中で、今回の６,

６００万円は総務費の中の総務管理費から支出したと答弁なさいましたけれど

も、それでよろしいですか。 

 

市川総務部長  おっしゃるとおりです。総務費、総務管理費の１２９億３,７８９万円、こち

らの中から支出させていただきました。 

 

渡辺委員  何て言うのか、丁寧でないというか。この総務管理費は幾つかの項目に分か

れていると思いますけれども、どの項目から支出されたんですか。 

 

市川総務部長  先ほど御説明しましたけれども、課別説明書の中で、この個別の契約につい

ては、この予算案を提出する時点においては想定していなかったものですから、

そこは実際に具体的な記載はないところでございます。その上で、今回は款総

務費、項総務管理費の中で支出させていただきました。 
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渡辺委員  総務費、総務管理費の中で流用したということですか、予算を。 

 

市川総務部長  項の中で目と節とございます。一般管理費から、目ですけれども、訟務費へ

流用させていただいた上で支出させていただいております。こちらにつきまし

ては、通常その議決案件が款、項というところでございますので、その他の業

務と同様に、項の範囲内で流用して支出させていただいているところでござい

ます。 

 

渡辺委員  これをどの予算から流用したのかって大変大切なことだと思いますので。恐

らく内規によると、予算流用する場合には、予算流用伺いというものを当然作

成しますよね。あるいはそれに応じて予算流用通知書もあったりしますよね。

それをぜひ、どの予算から実際、どこへ、どのようにして流用されたのか、委

員の皆さんにも知っていただきたいと思いますので、委員長、資料要求させて

いただきたいと思います。 

 

皆川委員長  ただいま渡辺委員からの資料要求につきまして、委員の皆さん、よろしいで

しょうか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

皆川委員長  では、執行部、よろしくお願いします。いいですね。 

 

渡辺委員  いかにこの総務管理費から支出して議会で議決いただいた予算ですというよ

うな話を、確かにそのとおりかもしれませんが、本特別委員会は、今回の第１

２０号議案、第１２１号議案のみならず、県有地全体を検証調査していく委員

会でありますので、こういった予算を流用するということが、もう１８日の時

点でわかっているのであれば、説明すべきだったと思うんです。付託されてい

ますから、特別委員会ですから。 

  そういう、今回のこの６,６００万円にしたって、私から正直なところ、資料

要求されなければ委員会にも説明なさらなかったんですよね。いかがでしょう

か。 

 

市川総務部長  １８日の時点では御説明申し上げなかったのは事実でございます。その上で、

こういった形で予算を執行させていただくということにつきましては、通常の

業務の範囲内だと思っております。 

 

渡辺委員  通常の業務の範囲内とは到底納得できないです。ここに今議論されていて、

足立弁護士のこともさんざん議論の中に出てくる中で、これだけの多額の金額

を足立弁護士個人に支出する上で、何の説明もないなんていうことは、私は到

底納得できないです。 

  午前中の途中になりますけれども、見積書もさまざまな委員から意見もあり

ました。時給５万円ですよね、足立弁護士は９００時間。とても法外な値段で

すけれども、そもそもこれ御提出していただいたように、仕様書がついていて、

やる業務が列挙されているわけです。にもかかわらず、そもそも時給でその何

時間という、こういう見積もりで、しかも１月８日に出てきて、１月８日当日

に契約するという、このやり方で県としていいんですか。こういう大ざっぱな

やり方で。 
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市川総務部長  午前中も申し上げましたけれども、その単価につきましては適正なものでご

ざいます。加えて、その業務は膨大でございまして、それに見込まれる時間を

乗じた数値となってございますので、こういった見積書につきましても、適正

なものということで、それを踏まえた契約としては問題ないと思っています。 

 

渡辺委員  とても問題ないとは思えません。普通であれば、皆さん方も普通にやられて

いるように、業務の内容がある以上、何に、幾ら、何時間、そういうふうに細

かくやっていくんではないんですか。それとも全部で足立弁護士９００時間、

時給５万円と。そういう見積書でいいんですか。細かくやるべきなんではない

ですか、業務内容が決まっているんですから。 

 

市川総務部長  仕様書案についての協議もしていく中で、実際に受託する側の足立弁護士と

協議を重ねて、こういった見積書に記載されている時間が書かれているわけで

ございます。先ほどの答弁でも申し上げましたけれども、実際に要した時間が、

契約書の金額以下、見積書の時間以下であれば、そこは精算してお返しいただ

ける内容となってございます。 

 

渡辺委員  到底この見積もりだけで、足立弁護士がこの見積もりを出してきたから、今

の御答弁として、県で本当に話をしただけで、細かく精査することもなくこの

見積書を通したということになりますけれども、本当にそうなんですか。 

 

市川総務部長  本当にそうなのかと聞かれたので、見積書を徴取した上で契約してございま

す。 

 

渡辺委員  足立弁護士の見積もりに従って県としても契約したと。もう足立弁護士が幾

ら、あるいは何時間、どこをどうやってくるか、精査することなくというふう

に捉えざるを得ないですけれども。そもそも、見積もりの中で３人の弁護士に

依頼するに当たって、個別に依頼することも考えられると思いますけれども、

なぜ足立弁護士を元請として再委託という形になるんですか。 

 

市川総務部長  今回、調査業務委託ということで、足立弁護士に委託する理由としましては、

午前中の答弁でも申し上げたとおり、歴史的な経緯があって、かつその関係資

料も膨大、多岐にわたる争点や課題が複雑に絡み合う中で、検証のための調査

作業につきましては、徹底した事実調査、的確な証拠評価、高度な法令の運用、

解釈に見識のある弁護士に依頼する必要があり、かつ住民訴訟の経緯、実情を

最も深く理解されている本事件の訴訟代理人である足立弁護士に委託すること

が適当であるということを判断したところでございます。 

 

渡辺委員  午前中に資料要求しました。本当にこれほどの６,６００万円もの多額の金額

を１人の弁護士に一括して委託して、そこから再委託という形をとるほどに、

足立弁護士の実績や経験があるという、確たる証拠をぜひ委員会に御提出いた

だきたいと思います。続いて、仕様書の中で、この３つの大きな項目があるん

ですけれども、いわゆる過去の賃料算定及び貸付業務委託の適正の確認、また

未来に向けたと、その３つの状況を踏まえたとあるんですけれども。これはそ

れぞれ３つに分けている以上、幾らかかるかくらいはそれぞれ出されていると

思うんですけれども、それとも３つ全部合わせて６,６００万円ですか。ざっく

りですか。 
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市川総務部長  ３つ合わせて、３つというか、ここに仕様書の内容が書いてある全て合わせ

まして６,６００万円で積算したところでございます。この上の過去の賃料算定

及び貸付業務の適正性の確認、そして大きな項目でいうと、未来に向けた適正

賃料や事務手続等のあり方、そして検証委員会が設置されることとなった場合

には、上記を踏まえた委員会の資料準備、そして調査報告書の作成ということ

でございまして。訴訟の進捗や、また設置されることとなった場合は、検証委

員会の議論の進捗を踏まえて、上記をまとめた調査報告書、こちらは検証委員

会が立ち上がった場合には、年度末時点における中間報告書の素案というよう

な形でかえられると思っておりますけれども、大きくはこの４点をもって６,

６００万円の契約をしたところでございます。 

 

渡辺委員  本当に普通であれば、この３項目だけではなくて、その下の丸に至るまで、

細かくどれくらい予算がかかってというものを精査して、そういった見積もり

を求めていくのが通常のやり方だと私は思うんですけれども。総務部長、これ

は全て合わせて６,６００万円だと、そういうような答弁ですので、到底納得で

きませんけれども、一括して概算払いする必要がそもそもあるのかどうか。月々

の払いでいいんではないですか。概算払いする必要はあるんですか。 

 

市川総務部長  今回の調査業務の契約につきましては、膨大な業務内容であります。そうし

たことから、契約相手がさらに別の弁護士に再委託することができる契約とな

っているところでございますけれども、再委託をする場合、委託業務を完了し

てから支払いすることとすると、再委託料を足立弁護士に全て立てかえさせる

こととなってしまうということもありまして、概算払いを行い、後日精算する

方法とさせていただきました。 

 

渡辺委員  足立弁護士に全てを委ねて進めていくんだなというふうな捉え方しかできな

いような答弁でしたけれども。正直、これほどの金額を支出するに当たって、

それで果たしていいのか。どなたかの委員がおっしゃっていましたけれども、

訴訟のために立ち上げる委員会にしても、また今までの県の方針や今後に向け

たことにしても、１人に委ねるのではなく、本当に第三者的な委員会をつくっ

て、しっかりと中立、公平な立場から、県の諮問機関として報告書を提出させ

るべきなのではないかと私は思いますが。そうはいっても、今回これは足立弁

護士にお任せするのが全ての可能性を考える中で、最も適切だと県は判断され

たのですか。 

 

市川総務部長  済みません、先ほどの足立弁護士に委託する理由の繰り返しになってしまう

んですけれども、膨大な関係資料、あるいはその争点や課題も複雑に絡み合う

中で、検証のための調査作業については、徹底した事実調査、的確な証拠評価、

あるいは高度な法令運用解釈に見識のある弁護士に依頼する必要がございます。

加えて住民訴訟の経緯や実情を最も深く理解している県の訴訟代理人である足

立弁護士に委託することが適当であると判断し、契約したところでございます。 

 

渡辺委員  話が平行線になりますので。私としては午前中からのやりとりを聞いていく

中で、とてもこの６,６００万円のこの見積もりが正しいとも思えないですし、

ましてや見積もりが出てきた１月８日に、恐らく予算を流用して１月８日時点

で契約を結んでいることについても、大変不思議に思います。こういったもの

を認めて、果たしていいものかどうか、私は甚だ疑問に思いますが、ややもす
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ると違法な公金支出にでもなるのではないかとすら思います。そうでなかった

としても、適切な公金支出ではないのではないかと思いますが、どのようにお

考えですか。 

 

市川総務部長  適切に法令に基づきまして、適切な手続を踏んで契約に至ってございます。 

 

渡辺委員  もうこれで最後にしますが、私はそうは思いません。そもそもこの業務は、

足立弁護士が最初からわかっていたとおり、訴訟委任契約の中で行うべきこと

がほとんどかと思います。そういった点も踏まえて、この業務委託契約は私は

適切ではないと思います。排除すべき事案だとも思います。そのように申し上

げて、質問を終わります。 

 

向山委員  弁護士費用の件でお伺いしたいと思うんですけど、いろいろと渡辺委員のほ

うからお話しいただいたので、何点かかぶらないようにお伺いしたい。今回の

この金額自体は、適法適切ということもあるんですけども、県として、これは

林務長からお伺いしたいんですけど、この金額自体、一般的に高額だというふ

うにお考えでしょうか。部長でもいいんですけど、林務と総務、双方からお伺

いをしたいと思います。林務の観点から、これを検証するのに、６,６００万円

というこの金額は一般感覚からして高額かどうか。 

 

金子林務長  適切に積算された金額であると考えております。 

 

市川総務部長  先ほども申し上げたとおり、適正な事務処理単価にその処理に要すると見込

まれる時間を乗じて積算しているところでございます。かつ、その時間につき

ましても、関係資料は膨大で歴史的な経緯もあるという中で、非常に困難な事

案であることから、相当の作業時間が想定されるところでございます。そうい

ったところを積算した上での見積もりでございますので、適切だというふうに

考えてございます。 

 

向山委員  適切で、高額だという認識はないというお話を今いただきました。 

  その上で、このニュース、報道等もあって、この６,６００万円の金額につい

て、自分は行政訴訟を対応したことのある県内の弁護士に、複数名からお話を

お伺いしました。ある弁護士ですけれども、新聞報道で聞いたが、考えられな

い数字だと。６,６００万円という数字は、弁護士費用としてはあり得ないと。

また、こういうやり方自体が珍しいと。普通の裁判であっても、着手金と成功

報酬半々でやる。行政や県の場合は、少なくとも、その請け負った方は包括的

に月々幾らと。具体的に何をするのかは、この時点ではわからなかったし、仮

に訴訟費用がかかったとしても、そのかかった費用ごとに県に要求をする、要

請をするというのが一般のやり方ではないかというお話をいただきました。こ

の弁護士は最後に、今回のケースが住民監査請求の対象となる可能性もある。

その場合の違法公金支出ということも可能性は否定できないと。県内の弁護士

会には、１２０人近くいるけれども、なぜ県外の弁護士に頼む必要があったの

か、わからないと。 

  別の弁護士も、同じような話をした上で、コロナ禍の中で、県民はこの支出

をどう思うかと。一般県民の感覚をもって判断をするべきではないのか。この

弁護士は、先ほどの弁護士と違って、住民監査請求になった場合には、適法と

の判断が出るかもしれないけども、それをもって適切かというと、弁護士の立

場からは適切だとは思わないと。あくまで、自分の意見ではなくて、そういう
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御意見をいただきました。 

  そうした中で、今のようなお声があるということは事実ですけれども、そう

したことについてはどうお考えでしょうか。 

 

市川総務部長  何をもって一般的かどうかというところの御判断になって、そういった御意

見があること自体は、私どもは否定しませんけれども、私どもとしては、その

必要な業務を発注するに当たって、先ほども申し上げたように、適正な単価に

見込まれる膨大な業務時間を乗じた上で積算をしているので、そこは適切だと

考えている次第でございます。 

  県内か県外かということにつきましては、必ずしも調査委託の業務につきま

して、県内の弁護士に発注しなければならないとは考えてございません。選任

した理由は、先ほど申し上げたとおり、足立弁護士が訴訟代理人であるという

ことで、よく理解しているということで、契約の相手先とさせていただいてお

りますので、そういう意味でも、問題ないのかなと思っております。 

 

向山委員  総務部長の御見解は承知しました。 

  その上で、今度は一般の県民の方の御意見も直接言われたこともありますし、

自分のほうから何件か、本当にこちらからうがった見方を言わずに感想を聞い

てみました。 

  その中で、本当に気になる一般県民の方の声として、これだけの多額のお金

というのが、誰かに還元をしている、還流しているんじゃないかという見方を

されている県民の声が実際にあります。具体的に言えば、知事が先頭に立って

やっているということであれば、知事サイドにそのお金が流れてしまっている

んでないかというような見方を持っている方が、実際に県民の中でもう既に出

ています、そういう声が。 

  そのことに対して、正直私は、それを言っている方に、そんなことは絶対に

ありませんよと否定をさせていただいていますけれども、疑義を持たれてしま

っていることは事実です。それはなぜかというと、高額だからです。一般の行

政の中のやり方では適切適法であったとしても、一般県民の皆さんの県民の税

金を使ってこれは支払われています。コロナの状況で苦しい人もいるでしょう。

そうではない人も、自分たちの払った税金の中から、職員の皆さんの給与も、

ここの県議会議員の給与もみんな支払われています。その感覚を忘れてしまっ

たら、県民の信頼は、幾ら正しいことをやっても得ることはできないというふ

うに思います。 

  総務部長も、国からの出向でいらっしゃっていますけれども、山梨県の県民

の皆さんが山梨県を信頼している、これを遂行するためには、今回のものが適

切で適法な支出だとしても、徹底的に疑義を排していかなければならないし、

しっかりと足立弁護士も含めて、それは県民に対して説明をすることが、納税

者から給与をいただいている私たちの責任ではないかと思いますが、そこにつ

いてはいかがでしょうか。 

 

市川総務部長  私も山梨県の禄をはんで業務を遂行している以上、山梨県民のために仕事に

邁進しているわけでございます。もちろん税金を使って、税金を中心とした貴

重な財源を使ってこういった契約をしているわけでございます。もちろん委員

の御指摘のとおり、県民の皆様に御理解いただけるように努力していかなけれ

ばいけないと思ってございます。 

  その上で、今回の業務委託につきましては、先ほど来申し上げているとおり、

きちんと適切に見積もった上で契約を取り交わしていると、このように考えて
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おりますので、そういったような御指摘はあるかもしれませんけれども、でき

るだけ努力してまいりたいと、このように考えております。 

 

向山委員  ぜひ疑義を排すように、今後も説明を進めていただきたいと思います。 

        その上で、きょう検証のための調査業務内容を見せていただきまして、何点

か御質問をさせていただきたいんですけれども、過去の検証、この部分につい

ては、和解をされていたとしても、同じような業務内容になっていたのでしょ

うか。 

 

市川総務部長  和解条項に基づくものは、全く一致しているものではございません。今仮の

話なのでなかなかお答えづらいんですけれども。というのも、和解案が継続し

ている段階においては、こういった話については、細かくは詰めていないもの

ですから、仮の状態で答弁することは差し控えたいと思いますけれども。いず

れにしましても、今この訴訟を追行していくに当たって、裁判所からも求めら

れている県としての主張、こういったことをしっかりと調査の上で検証してい

くに当たって、必要なものを県民の皆さんにも、まさに納得いただけるよう、

ごらんのとおりの調査内容で契約をさせていただいたところでございます。 

 

向山委員  今、仮の中で、ですけれども、総務部長からありましたが、和解をしていた

ら同じものにならなかったというふうに思います。それはなぜかというと、前

契約も含んでいますし、それ以外の県と富士急行の癒着構造、職員の天下りの

有無、こうしたことも、これまでは県として明快にそれを解消する、解明する

ということの言及を避けてきました。私はするべきではないかということをお

伝えしてきましたので、そこを酌んでいただいたのかというふうに評価をしま

すけれども。その中で、この過去の部分を今後やっていく。またその中でこの

３月の末までに、これだけの業務を区切ってやる必要がどうしてあるのかなと。

どうして３月の末でなければいけないのかなというふうに考えるんですけれど

も、そこはいかがでしょうか。 

 

市川総務部長  この仕様書の前提となっておりますけれども、住民訴訟の進捗や検証委員会

が設置された場合は、その議論の進捗に応じてという形になってございます。 

  この調査委託の中で、そういう不確定要素がある中で、どこまで調査の内容

が詰まったものになるのかというところはあろうかと思いますけれども、いず

れにしましても、お認めいただいた予算は、あくまで令和２年度の中のもので

ございますので、そういったお認めいただいた予算の範囲内で調査をできるだ

け訴訟に合わせてしていくという観点から契約させていただきました。 

 

向山委員  この先、さらなる契約の可能性があるという、先ほど小越委員からもありま

したが、そういう可能性があるということだというふうに思います。 

  ここで確認したいんですが、調査委員会、いわゆるずっと言っていた調査委

員会と、今回のここでいう訴訟の中の調査委員会というのは、別の調査委員会

という捉え方でいいのか。訴訟を進める中での調査委員会、新しくつくる調査

委員会、ここをもう少しわかりやすくお伺いしたいと思います。 

 

市川総務部長  この仕様書にあります検証委員会でございますけれども、午前中の答弁でも

申し上げたかもしれませんが、この１月８日の時点では、まだ和解に基づく検

証、和解自体がまだ再交渉の余地が、可能性としてゼロではなかったというこ

ともありまして、和解に基づく検証委員会も想定していましたし、一方で和解
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の再交渉が継続できないという可能性のほうが大きかったものですから、そう

いったときには、訴訟継続のための、訴訟を追行していくための検証委員会、

こういったこともあわせて検討した中で、仕様書にあります検証委員会を書か

せていただいておりますので。つまるところ、訴訟継続をしていく上で、本日

告示で設置することといたしました検証委員会については、こちらの仕様書に

当たると考えております。 

 

向山委員  同一だというような認識をいただきました。その上で一番重要なことは、こ

れは委員会でもずっと言っていて、１月１８日に私も委員会のメンバーについ

ては、議会のほうにぜひ相談をして、決定をしていただきたいということで、

総務部長もできる限り、それを酌んで対応していきたいというふうに言いまし

たが、それに御対応いただけなかったのは、どのような理由でしょうか。 

  先ほどいただいた理由は十分、重々わかっているんですが、議会のこの意見

を反映していただけなかった理由。 

 

市川総務部長  今回結果的には、本日付の告示で設置することといたしました検証委員会に

ついては、和解ではなく訴訟追行のための検証委員会でございます。そういっ

た観点から、被告であります知事として判断させていただいたということでご

ざいます。 

 

向山委員  知事が最終的には判断をされたというふうな御答弁をいただきましたが、そ

の中で、これも公正・公平性をどのように保っていくかというところも、委員

会の中でも大分議論をしてきたところですが、当時の答弁は、弁護士であれば

公正だというのは、少しわかりにくいような答弁だったんですが、単純に考え

ると、訴訟を今継続中です。原告の訴訟代理人がいます。被告の訴訟代理人が

います。補助参加人にも訴訟代理人がいます。普通、第三者委員会的にこれを

立ち上げて検証するんであれば、利害関係人以外から選ぶのが一般的な公正、

公平、中立な委員会だというふうに私は考えますが、なぜ県の意見を言ってい

る訴訟代理人を選ぶことになってしまったんでしょうか。 

 

市川総務部長  今回訴訟を継続していく上で、今後の被告の主張立証を補充するとともに、

未来に向けた適正賃料及び事務手続等のあり方について御検討をいただくこと

にいたしました。 

  その上で、より複眼的な目で見ること、さらには公正・客観的な検証とする

ため、３人の弁護士によって委員会を構成するということとさせていただきま

して、その人選につきましては、和解ではなく、訴訟を継続していくことから、

訴訟代理人である足立弁護士に委員長をお願いするとともに、大手法律事務所

等から紛争解決を専門とする２名の弁護士にお願いするということで、最終的

には知事が決定したところでございます。 

 

向山委員  今部長がおっしゃったそこなんです。訴訟を継続するからこそ、訴訟外から

選ぶべきなんですよ。今、住民訴訟で争っている最中だから。和解がもう成立

して、閉じてしまっていたらわかりますよ。訴訟は関係ないから。今まだ住民

訴訟の最中なんですよ。これは行政権、司法権があるときに、司法のほうで今

闘っている人を行政のほうの決定機関のほうに入れて、それでやってしまうと

いう、ここの分野についての考え方。行政訴訟が今続いている中で、こういう

判断をしたことについては、どのようにお考えでしょうか。先ほど御答弁いた

だいた内容は何度もお伺いしているので承知していますけれども、そこの公正、
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公平、中立性を保てないと、先ほど来言わせていただいた県民の疑義やいろい

ろな部分の要らぬ臆測を招いてしまう可能性があると。そこを排する必要があ

るというふうに思いますが、それをなぜそこまで思料が及んで判断していただ

けなかったんでしょうか。 

 

市川総務部長  そういった御意見自体を否定するものではございませんけれども。ただ私ど

もといたしましては、和解ではなく訴訟追行のための検証委員会であるという

ことから、被告である知事として判断させていただくに当たって、先ほど申し

上げたような理由によって、人選させていただいた次第でございます。 

 

向山委員  先ほども午前中に聞かせていただきましたが、県庁内の特別チーム、県有地

貸付業務適正化特別チームという名前だと思いますけれども、この中でもしっ

かり議論をしていただいて。本当はこの検証委員会ができる前に、県民の方に

しっかり疑義を持たれないような方策を考えなければいけなかったというふう

に思います。これも今支出をしてしまっている状況なので、しっかりこのメン

バーには公正、公平に中立にやっていただく必要があるというふうに思います。 

  この調査内容、検証内容については、県としてどのような意見をできるもの

になっているのかは承知をしていませんけれども、もちろん補助参加人である

富士急行、そして訴訟の対象になり得る歴代知事、こういった方々にも委員会

に来ていただいて、しっかりと聞き取り業務を行う。あるいは書類等を提出さ

せていただいて、その中で議論を行う。これは当たり前のことであるというふ

うに考えてよろしいでしょうか。 

 

市川総務部長  今回の検証委員会を運営していくに当たって、そういったところを必要に応

じて行う可能性は否定しませんけれども、ただその点に関しましては、検証委

員会の運営に委ねたいと思います。 

 

向山委員  その委ねるときにこそ、この県有地貸付業務適正化特別チームが力を発揮し

ていただきたいと。公正、公平に思っていただけるような検証委員会にならな

ければ、幾らどれだけ正しいものを出しても、県民の理解をいただかないと、

県行政自体が前に進まなくなってしまう可能性があるというふうに思いますの

で、これは知事の信頼、信用のためにも、ぜひ県全体として取り組んでいただ

けるようにお願いしたいと思います。 

  根本になるんですけれども、これまでこの違法無効というのは、森林環境部

も総務部も論理必然だと、法的に成り立たないことがもう確実で、明らかにな

っているということで自分は承知をして理解をしていました。であれば、しっ

かり見直さなきゃいけないとずっと考えていましたけれども、午前中の総務部

長の答弁で、しっかりと法的に整えていかなければならないと。今まで整って

いなかったんですか、法的に。法的に成り立たないから違法無効だと言ってい

たのに。もっと言うと、将来に禍根を残さないためにと。将来に禍根を残さな

いとかではなくて、もともと違法無効なんだから、これはあり得ないんですよ

と言い続けてきたではないですか。将来に禍根を残さないために和解、やめま

しょうと言っていましたけど、それを今さらになって将来に禍根を残さないた

めに検証委員会をやると。言っていることが矛盾していると思いますが、森林

環境部はどのようにお考えになりますか。 

 

金子林務長  違法無効は成り立たないということは、それは決まっておりまして、それを

どこでどういうふうに間違えたのか、そのことで責任がどこにあるのか、これ
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から先、そういうことが二度と起きないようにするのはどうするのか。そうい

うところを検証するものだというふうに考えてございます。 

 

市川総務部長  重複するところもございますけれども、論点は多岐にわたります。検証委員

会の対象は、今訴訟で求められております過去の知事の責任等、そういったと

ころで論点は多岐にありまして、まだまだ長大な歴史的経緯の中で整理すべき

ものというのはあろうかと思いますので、今、委員から御指摘のあった地方自

治法のところ以外の論点は、非常に多岐にわたっているというふうに考えてご

ざいます。 

 

向山委員  その中で今、林務長からいただいたんですが、林務長は１８日の答弁では、

このようにおっしゃっています。「２３７条２項の適正な価格ではないというこ

とでありますが、その違法無効ということをしっかりと証明するというか、そ

の違法無効だというのは、判決をいただいたわけではないという意味で、違法

無効と決まっているわけではないというふうに申し上げました」と。判決をも

らわなければ、違法無効は確定をしないというふうに林務長はおっしゃってい

るんですよ。自分のおっしゃったこと間違いないでしょうか。 

 

金子林務長  それは、その後の答弁で修正をさせていただきましたが、御質問の内容が、

もう既に決まっているのかと。裁判で決まっているのかというふうにとったも

のですから、まだ裁判では決まったわけではないけれども、県としては違法無

効だと考えておりますと、このように修正させていただいております。 

 

向山委員  ここで言いますのは、なぜ今ここで検証委員会だということなんですよ。訴

訟に戻ったのであれば、判決で違法無効と確定をもらった後でも遅くないんで

すよ、この検証委員会は。だってもう違法無効は成り立っているんだから、法

律的に。しかも足立弁護士は、参考人で来ていただいたときに、敗訴すると言

っているんですよ。県は敗訴をすると。どういう意味かという、違法無効は確

定をして、全て決定をすると。決定をしてからでいいではないですか、この議

論は。なぜ今やる必要があるんですか。もう違法無効って裁判所で判決をもら

ってしまったほうが、鬼丸元最高裁判所判事の言う、執行力が生まれるんです

よ、そっちのほうが。なぜ、執行力が生まれていない今やる必要があるんでし

ょうか。 

 

市川総務部長  これからも今の論点以外のところも、訴訟上はさまざま裁判所から主張する

ように言われております。それが昨年来、先日来申し上げておりますように、

２月１２日までには提出されているような、過去の知事の責任等でございます。

自治法のところだけが論点として訴訟で議論されているのではなく、その他の

ところについても、今後も議論が続いていくというふうに思っているものです

から、少なくとも訴訟に上げられるであろう論点については、検証委員会によ

って検証の対象とすると。 

  加えて、将来において禍根を残さないように、そこは県民全体の財産でござ

いますので、しっかりと検証していくということから、訴訟に加えて今後のた

めにも、今、検証委員会を設置しなければならないと考えてございます。 

 

向山委員  であれば、訴訟でそうしたところをしっかり、違法無効の判決をいただいて、

歴代知事に過失責任があれば、きっちり損害賠償請求を行うと。これもずっと

自分はそこは主張をしていますので、そうしていただきたいと思いますが、仮
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にこれだけの６,６００万円もの税金を投入して、司法でそれが否定をされてし

まった場合というのは、どのように想定をされていますでしょうか。 

 

市川総務部長  裁判所の判断について、私どもがこうすべきだ、どうだというのは。もちろ

ん見込みというのはあるんですけれども。ただいずれにしましても、県として

主張していかなければいけないところは主張していくと。そういう観点から、

この検証委員会というのは必要だというふうに思っているわけですから、そこ

は結果いかんにかかわらず、しっかりとその検証は進めなければいけないとい

うことでございます。 

 

向山委員  恐らく私もこの支出自体は、違法性がたとえ監査請求になっても、認められ

る可能性は少ないんではないかなと、個人的には思っていますけれども。そう

した中で、適切なこの支出、また県民の皆さんに納得をしてもらえるかという

のは、裁判でしっかりと結論を得ることだというふうに思いますし、仮にこれ

で裁判で結論が得られなかったら、それ相応の相当の責任を誰かが負わなきゃ

いけないと。その辺の将来的な責任の考え方とかリスクヘッジも、しっかりと

庁内で議論した上で、今回この検証委員会を立ち上げていると当たり前に思い

ますけれども、どういう議論がなされましたでしょうか。 

 

市川総務部長  検証委員会につきましては、先ほど来申し上げているような理由から、設置

しているわけでございます。訴訟を継続していく上で、主張立証を補充してい

くということに加えて、未来のためにやっていくということでございます。 

  それについては、必要であるからこそ、今回契約するところでございまして、

それについては、今の時点でしっかりとそこは責任を持って、必要だからこそ

契約させていただいているということで、御理解いただきたいと思います。 

 

向山委員  そのリスクとか責任論について、どのような議論をされたのかというところ

をお伺いしたいと思います。 

 

市川総務部長  特段、裁判の結論によって、この検証委員会の設置の有無やその考え方につ

いて整理したわけではございません。今、訴訟に向かわなければいけない県と

して、主張していくべきところを主張していくという中で、その補充のために

しっかり検証委員会を立ち上げて検証していくと。また未来のために直すべき

ところは直していくと、そういうことでございます。 

 

向山委員  本来であれば、しっかりと行政としては、いろいろな部分の可能性を考慮し

て、議論をするべきだと思います。本来であればです。今の体制では、特別チ

ームの皆さんがどういう議論をされたか承知していませんけれども、本来は、

政治の手を離れて行政機構の中で、そうしたリスク分析もしっかりするべきだ

と思いますので、委員の一人として進言させていただきます。 

  その上で、もうここまでの金額をかけてやるのであれば、しっかりとした成

果物を出さなければいけないというふうに思いますし、しっかりと訴訟で最後

結論を得なければいけないと思いますけれども。仮に原告が訴訟の取り下げを

要望してきた場合と。こうした場合は、しっかりと県としては受けられないと。

最後まで住民訴訟の結論を得るような形にしなければいけないと思いますけれ

ども、そこについてここで一回確認しておきたいと思います。 

 

市川総務部長  なかなか訴訟の結末について、仮定でお答えすることは差し控えたいと思い
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ます。また、今後準備書面を初めとした訴訟の話については、さまざま訴訟を

追行していく上で支障が出るおそれもあることから、一般論として、先ほども

準備書面の内容については、コメントを差し控えさせていただきましたけれど

も、その他の関係についても、コメントを差し控えさせていただきたいと思い

ます。 

 

向山委員  法律の専門家ではないので、ここで総務の皆さんとか森林環境部の皆さんが

答えるのは難しいと思いますので、答えられる範囲で。訴訟代理人であります

足立弁護士に再度参考人として来ていただきまして、あした和解案についての

説明に来ていただけると思いますが、その場でも構いませんけれども。あした

仮にいらっしゃらないような、ないと思いますが、責任を回避して逃げるよう

なことがあしたあれば、しっかりと出てきていただいて、堂々と６,６００万円

分の仕事をしていただければと思いますので、参考人としての招致を求めます。 

  続けて、後藤前知事時代に検証した資料を提出いただきましたので、これに

ついてお伺いしたいと思います。 

  まず、これは大変重要な資料だと自分は思っています。 

  平成２８年１２月２０日、また平成２８年１２月１３日聞き取りということ

で、このＡ３の紙をいただきましたが、この資料は、どの課の方が作成をして、

またいつ県の執行部に説明をした資料でありますでしょうか。 

 

小沢県有林課長 提出しました資料につきましては、県有林課で作成をしております。この資

料をもとに平成２９年１月１３日に知事に説明をしております。 

 

向山委員  この資料の存在は、もちろん議論の始まった段階で、担当課は承知をしてい

ましたでしょうか。 

 

小沢県有林課長 承知しておりました。 

 

向山委員  承知をしておりましたということをいただきましたが、その上で、特別委員

会の１２月９日、林務長の御答弁をいただいています。「９０年以上にわたりま

して、開発前の山林素地をもとに、貸付料を算定するという考え方で算定をず

っとしてきたわけでございまして、そのこと自体に問題意識を持つことなく、

その３年に一度の継続賃料の算定において、その直近の地代からその３年間の

経済変動だとか土地の価格の変動、これをしっかりとつかんで、適正に評価し

ていくというところに心を尽くしてきてしまったというところが一つの原因だ

ろうと考えています」と。そのこと自体に問題意識を持つことなくというのは、

この資料を見る限りだと、当時の後藤県政でも、問題意識を持っていたらこれ

を検証したというふうにとれるんですけれども。これは問題意識はなくて、た

だ単に毎年３年ごと、あるいは２０年に一度、こういう検証を毎回やられてい

るんでしょうか。 

 

金子林務長  ２０年前のことはわかりませんが、これは後藤前知事が、この委員会で参考

人として提出された書面によりますと、やはり新聞等で賃料等について報道さ

れていたというのを受けて、確認をするために、弁護士あるいはその不動産鑑

定士にお聞きになると、そういった資料でございます。 

 

向山委員  全体的に抜本的な見直しを行う必要性もあるのではないかという問題意識を

持って、トップ、当時の知事からの指示で行ったという自分は認識なんですけ
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れども、そういう認識ではないんですか。 

 

金子林務長  抜本的な改革かどうかというのは別にして、今までのやっていたこと、今何

に基づいてやっているかといったことを確認した内容だと思っております。 

 

向山委員  なぜそのようなことを言うかというと、これは後藤前知事本人から聞いたわ

けではないので、真意はわかりませんが、後藤前知事の関係者の方から、もう

皆さん御存じのところかもしれませんが、当時の後藤知事が出馬されるときに、

知事の関係者、後援会も交えた中での合意文書というのが、世に出回っている

ものがあります。これは恐らく間違いなく本物でしょう。その中では、富士北

麓地域における県有地等の公有財産の使用、収益、処分のあり方については、

山梨県及び関連市町村等の行政資産の財政の再建及び健全性向上の観点、県有

地等の公有財産の公平、公正な利用の観点から抜本的な見直しを行うと。平成

２６年１０月２６日、後藤斎と。１１月５日付で、衆議院議員、長崎幸太郎殿

でこの間、お互いの後援会同士で了解したこと及び平成２６年１０月２６日付

で交わしたメモに記載された事項につきましては、遵守してまいりますと。 

  これは、いろいろなところで出て、知事選のときも出てきて、後藤陣営のほ

うが盛んに言っていたものなので、事実関係はここでは問いませんけれども、

恐らく知事になった後の後藤前知事が、これを守らなきゃいけないということ

で呼びかけたんでしょう、弁護士と不動産鑑定士に。そこで出てきた答えが、

これまでのものは適正ですと。これは問題意識を持って考えたということにな

らないんでしょうか。 

 

金子林務長  今、おっしゃられた文書については、コメントをする立場にはございません

が、この資料を見る限り、地方自治法の２３７条２項についての議論はされて

いないと。そこまでの議論にはなっていない資料だというふうに拝見いたして

おります。 

 

向山委員  もう一度済みません、１２月９日の答弁に戻ってしまうんですけど。開発前

の山林素地を貸し付けようと算定をするというところに、問題意識を持つこと

なくと林務長はおっしゃっているんですよ。持っているんではないですか、こ

れ。不動産鑑定士の方が検討項目の２番目、土地価格を山林で評価する可否と

あるんですよ。問題意識を持っているというふうに考えるんですが、いかがで

しょうか。 

 

金子林務長  問題意識はあったのかもしれませんが、その２３７条２項の規定の中で、参

考人の中でも不動産鑑定士の皆さんもおっしゃっていることなんですが、基本

的に現況で評価するのが相当というのが、法令の解釈となっているというとこ

ろからすると、この考え方は正しくないというふうに、現在では考えられます。 

 

向山委員  当時は、その考えでだめだったと、当時の考えは今では成り立たないという

主張だというふうに思いますが。もう一点、ここは細かく言うつもりはないん

ですけれども、１点だけ。当時の課長だった山田技監もいらっしゃいますので、

お伺いをしたいんですが、参考人としてお話をいただいた１２月１７日の質疑

があります。その質疑の中で、山田参考人は、「まず、平成２８年当時は、素地

価格でやるということが正しいという考え方によって進めてきた。ここに来て

大きな方向転換ということも出てきているが、私が担当していたのは、この賃

料の改定のときではなかったから、あくまで更新手続が主で、正直言うと、余
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りそういうものにかかわってこなかった」と。別のところでは、「賃料の話は当

時は前年賃料を改定したが、そういう話は一切していない」という答弁があり

ますが、この資料を見ると、貸付料の妥当性ということで、これは賃料の部分

に当たると思うんですが、ここについては、いかがお考えでしょうか。 

 

山田森林環境部技監 参考人のときの質問は、賃料の更新について検討したかというようなお

話ではなかったかと思います。この当時は、参考人のときにも少し御説明しま

したけど、平成２８年のときは、賃料改定というよりは、貸付期間の継続をど

うするかということがメーンの議論となっていまして、賃料の改定は、その前

年だったと思うんですけれども、前年に一度改定した後のお話でしたので、そ

こで少しずれがあるというふうには理解しています。 

 

向山委員  わかりました。そこの質疑のところを言ってもしようがないのであれなんで

すが、当時の課長として、知事からどのような指示があったか。また知事では

なくて、当局からどのような指示をもって、参考のところにも近隣別荘地の貸

付料との比較ということで、県内の各別荘と比較し、貸付料が安いということ

はなく、転貸料も高いとはいえないと。要は上げなくていいですよというのを、

担当課長としてこれを作成しているわけですよね。どういう指示のもとで、ど

ういう結論を導き出して、県当局としてどういうふうに今後するべきだと考え

て、当時業務に携わりましたでしょうか。 

 

山田森林環境部技監 当時、この参考の部分につきましては、あくまでも賃料の妥当性はどう

かということを、一つのテーマというか、指示を受けましたので、それについ

て近隣のところを調べたという程度のものでございます。 

 

向山委員  調べた程度のものと、当時はそこまで深くないという意味の答弁だというふ

うに承知をしましたけれども。これをしっかり当時担当課長としてですが、契

約を更新するに当たって、しっかりと将来にわたって禍根を残さないように、

自分自身が責任を持ってこれが正しいと県民の皆さんに説明できる、そういう

ような準備はされて、この結論を導き出したか。それはいかがでしょうか。 

 

山田森林環境部技監 専門的な部分はわかりませんので、当時は細田弁護士であるとか鑑定士

の方に意見をお伺いする中で、今までのやり方は正しいというふうな結論をい

ただきましたので、それに基づいてお話をしたというものでございます。 

 

向山委員  今その正しいものが違法無効になっていますが、当時の担当課長として、改

めてこの資料が出てきて、検査をしていても、違法無効といわれていることに

ついて、どのようにお考えでしょうか。 

 

山田森林環境部技監 当時は継続賃料ということで、そもそも適正な価格とは何ぞやという議

論を一切しておりませんでしたので、新たにそういう観点から、今議論されて

いるということで、当時としてはそういう議論はなかったというものでござい

ます。 

 

向山委員  では、確認で間違いのないように、議会の委員会として確認したいんですが。

当時、これを見直さなければいけない。この資料以外に、もしかしたらあった

かもしれないですし、しっかりとそこは見直さなければいけないというような

当時の知事に対して、しっかりこの契約をやり直さなければいけないのではな
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いかと、適正ではないのではないかというようなことを言って、知事に方向転

換を求めたという方は一人でもいたのか、いなかったのか。そこについて知事

の裁量権はどの程度及ぶのか、お伺いしておきます。 

 

山田森林環境部技監 先ほども御説明しましたように、当時はこのやり方、決して間違ってい

るという認識はございませんでしたので、知事に対しましても、増額であると

か、そういう新たにこうするべきだというような提案をしたということはござ

いません。 

 

向山委員  ありがとうございます。検証委員会のほうで細かくやっていただけるという

ふうに思いますが、しっかりと新たな事実が出てくるかもしれませんし、その

中で歴代知事の責任が出てくる、あるいはないとは信じたいですけれども、い

ろいろな部分での意図的に変更したというようなことを、しっかりと検証を委

員会のほうでしていただければというふうに思います。 

  引き続きで、済みません。 

  北富士の資料で、要求したものを出していただきましたが、近いところで令

和元年度を見させていただきますと、国からの賃貸料が３２億円余りと。これ

は差額ＡマイナスＢの、この１７億８,０００万円余りのもの。まずこの説明を

どういうものか、資料の説明をお願いしたいと思います。 

 

小沢県有林課長 まず、国からの賃料等は今お話がありましたように、国が県有地の使用につ

いての賃料等の支払額でございます。Ｂの土地貸付料というのは、県有地の土

地を使用するに当たっての貸付料でありまして、借地人からの貸付料でありま

す。演習場交付金というのは、これは県から関係者に交付している額、その差

額がＡマイナスＢであります。 

 

向山委員  御説明いただきまして自分の中でかみ砕きますと、最初の国からの賃貸料と

いうのは、国から山梨県に入るお金だと。演習場交付金というのは、自分がお

伺いしたところによると、１０団体、組合ほどあるというふうに承知をしてい

ますけれども、県からその１０団体に交付をされる金額は１７億９,０００万円

余りと。この土地貸付料というのは、逆に県有地を借りているその１０団体か

ら山梨県に対して支払われている金額と。その差額、令和元年度でいくと１７

億８,０００万円余り、これがその１０団体の事業者や団体や組合の手元に残る

お金と、そういう認識でよろしいでしょうか。 

 

小沢県有林課長 そのとおりでございます。 

 

向山委員  この中で、知事が東洋経済のインタビューの中で、この２９０万円余りの富

士急行の別荘地を取り上げております。この取り上げたということを、もう記

事掲載から時間がたっていますが、どういう意図で知事がこのようにおっしゃ

ったかというのは、担当部局として確認をされていますでしょうか。 

 

金子林務長  雑誌に掲載されたということですので、特に確認はしてございません。 

 

向山委員  この２９０万円というのは、残りの差額の１７億８,０００万余りと比べると、

少額というふうに考えるんですが。大部分はこの残りの９団体・事業者の中で

恐らく吉田恩賜林組合が大きな部分を占めていると思いますけれども、そうし

たことも含めて、この１７億円余りの差額が、知事の言葉をかりますと、何も
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せずに手元に残っていると。このことについて山梨県として、この差額分は適

正適切で全く問題はないということを、ここで確認をしたいと思います。 

 

金子林務長  そもそも演習場交付金につきましては、実は資料要求のところに、転貸状況

というのがあって。これはいつか申し上げなければいけないと思っていたんで

すけれども、これは転貸ではなくて、そもそもの歴史を少しお話ししますと、

まず県有地御下賜になってから、大正時代から昭和の初めにかけて植樹用貸地

などで貸付を行ったと。その後、米軍が進駐、接収して演習場として使用され

るようになったわけですけれども、米軍が接収時に従前からの植樹用貸地とか

の地元の権利関係を解消することなく使用したために、同一の土地上に目的の

異なる２つの土地関係が存在するということになったところです。 

  この演習場交付金は、この２つの土地使用関係を両立させるとともに、演習

場としての円滑な使用を図るために、最初は昭和２６年に地元保護団体等の請

願を県議会で採択されまして、それを契機として交付されるようになったとい

う性質のものでございまして、これは長い歴史というか、この土地をめぐる特

殊な状況の中で出てきた制度だということでございます。 

 

向山委員  御説明ありがとうございました。 

  今の説明を含めて、この金額、差額分というのは１０団体に交付されている

ものは、県として適宜、適切、適法、全く問題ないということでよろしいでし

ょうか。 

 

金子林務長  問題がないからこそ、交付しているものでございます。 

 

向山委員  では、検証委員会の中では、ここの部分は全く触れられる予定もないという

ことでよろしいでしょうか。 

 

金子林務長  これは演習場交付金ですので、その貸付そのものとは異なったものなので、

触れることはないのだろうというふうに考えてございます。 

 

向山委員  今回知事の名前が出ている。しかも全国に発信をされる場で、このことを出

したというのは、相当な決断と勇気と思いを持って発言をされたんではないか

なと、私は個人的に勝手に思料していました。それはこの差額の１７億８,００

０万円という、本来であれば富士急のこの賃料の差額と同額分のこの金額があ

ると。ここに知事は財政的な価値を見出して、発言をされたものではないかな

というふうに思料していましたけれども。今、林務長の御答弁からいいますと、

そこを見直す可能性はないということを、御答弁として理解してよろしいでし

ょうか。 

 

金子林務長  そのような話は知事からは聞いてございません。 

 

小越委員  １つ、私は資料要求をしたいんですけど。６,６００万円のことにまた戻るん

ですけど、今改めて見たら、この業務委託契約書のところに「住民訴訟対象県

有林貸付業務の検証のための調査が設置された場合には」と書いてあるんです

けど、たしかその検証委員会は、あした設置と部長が言ったと思うんですけど、

でも先ほどもう業務を進めているということで、１月８日だから、１月８日か

ら今までに、この目的よりも設置される前にお金を出してしまっているという

ことですか。 
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市川総務部長  設置の告示は本日でございます。この契約書に書いてありますのは「設置さ

れた場合には」ですから、１月８日の時点では、まだ設置されていなかったと。

ただ、いずれにしても、この仕様書に書いてあるような論点については、調査

していくというようなことで、もう１月８日から調査の作業には入っていただ

いているということでございます。 

 

小越委員  済みません、私の読み方が違うわけではないけど、これは検証委員会が設置

されたらやる話で、業務委託を契約したと思うんですけど。先ほどおっしゃっ

たみたいに、裁判のことも、それから検証委員会のことも含めてやるというふ

うに何か変わっちゃったんですけど、今回設置される検証委員会の設置根拠、

附属機関がわかる要綱があったら出していただきたいんですけど。 

  これによると、３月３１日中間報告だけど、検証委員会はもっと続くという

ことなんですよね。となると、検証委員会はもっと続くとなれば、先ほど言っ

たみたいに、お金がもっと出ていくということを立証することになっちゃうの

で、この調査業務委託契約書、これをそのまま読むと、まだ設置されていない

のに、お金を執行してしまっているのはおかしいんではないかなと思って。だ

から、ここは１月８日から今までの分はマイナスなのか、やっていないのか、

払わなくていいのかというふうに思うんですけど、いかがですか。 

 

市川総務部長  今、委員のほうは１条のところをごらんになっていますので、１条で御説明

申し上げますと、（１）のところは、住民訴訟対象県有林貸付事務の検証のため

の調査でまず切って、その後に括弧が開かれて、委員会が設置された場合には

検証委員会のための調査を含むですから、検証委員会が設置されなくても調査

というものは存在します。 

 

小越委員  その検証委員会は、あしたから始まるというんですけど、その検証委員会の

要綱、スケジュールなどがあったら教えてほしいんですけど。この裁判の追行

のために９００時間のほかにも、検証委員会の分も含めてこの６,６００万円だ

と思うんですけど、検証委員会のスケジュールですよね。いつごろどんなこと

をするのか、何人集まるのか、３人しかいないのか。そのスケジュールとか、

そういう要綱みたいなのがあったら資料でお願いしたいんですけれども。 

 

市川総務部長  検証委員会で現在想定しております業務につきましては、過去の賃料算定及

び貸付業務の適正性の確認、そして未来に向けた適正賃料や事務手続等のあり

方ということでございます。本日の告示でございますけれども、委員の任期に

つきましては、令和３年２月１日から令和４年１月３０日までというふうにさ

れてございます。 

 

小越委員  あるんだったら配ってもらえませんかね。今たしか令和４年といいましたよ

ね。令和４年というところまで、この５万円のお金が出ていくということにな

るんですよね、５万円の単価で。 

 

市川総務部長  検証委員会は、そこで設置されるんですけれども、これはあくまでも検証の

ための調査業務なので、３月３１日までの契約となってございます。 

 

小越委員  では、検証委員会のメンバーは、この３人ではなくて、ほかにあるのか。そ

の検証委員会のメンバーの方たちは、そのお金、費用弁償というか、それはこ
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の６,６００万円とは別枠であるということですか。 

 

市川総務部長  検証委員会の委員については、告示にもありますように３人とさせていただ

いてございます。検証委員会は、条例に基づく附属機関として設置しておりま

すので、その並びもとりまして、日額９,８００円支出させていただくという形

になってございます。ですので、来年度以降、検証委員会が続くとなりました

ら、それは、まずは検証委員会の日当という形で日額９,８００円をお支払いし

ていくということでございまして、必ずしもこの調査委託業務が来年度も契約

するというところまで決まったものはございません。 

 

小越委員  ということは、ほとんどこの６,６００万円は裁判追行のためのお金であって、

検証委員会は１日９,８００円、これとは別枠だということになりますと。でも、

検証をする人も調査する人も同じ委員ですよね。同じ人が資料をつくって、同

じ人がそれでどうだどうだと話をする検証委員会っておかしくありませんか。 

出す人と検証する人が同じだったら、検証委員会にならなくなってしまいます

よね、調査する人が同じだから。ではこの中の委託契約書が少しよくわかんな

いんですけど、まずは検証委員会の設置した要綱とかありますよね。何月何日

まで幾らでするとか、それをまず資料で出していただきたい。 

 

市川総務部長  本日付で告示しました、その内容については、後ほどお配りしたいと思いま

す。 

 

皆川委員長  今できるの。 

 

市川総務部長  公報自体は今手元にございませんので。ただ、もちろんきょう告示していま

すので、それはすぐ御用意できます。今戻ればありますので。 

 

皆川委員長  要綱もあるの。 

 

市川総務部長  いや、本日今手元にはないんですけれども、告示は御用意できます。 

 

皆川委員長  要綱は。 

 

市川総務部長  要綱というのは特段、今の時点ではございません。 

 

皆川委員長  では、今の小越委員から要求がありました、要綱も入れて資料について、委

員会として資料要求いたしたいと思いますが、異議ありますか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

皆川委員長  では、これを要綱も含めて出してください。いつまでに出せますか。 

 

市川総務部長  公報の写しは、すぐきょう中にでもお出しすることはできます。ただそのな

いものはちょっと。 

 

皆川委員長  要綱は出せないということだね。 

 

小越委員  要綱はないということ。要綱はなくて、ただ集まってではどうしましょうか
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と。それはないと思うんですよ。何をやるのか。この委員会、附属機関に何を

委託して、何をやって、いつまでにやるのか。それがなかったら検証委員会で

何をするかわからないんではないですか。だから、先ほど言ったみたいに、こ

の契約書でやる人たちが、調査した人が同じことを、調査した人と検証する人

が同じ委員だから。何か第三者がやるのであればいいですよ。ではないんだ、

同じ人がやるんだもん、おかしいんじゃない。 

 

保坂行政経営管理課長 本日、山梨県公報に載ります。山梨県公報が正式に皆さんにお配りで

きるのは夕方になってしまうんですが、私のほうにその公報の原稿がございま

すので、それだったらすぐお配りできます。それがまず１点目です。 

  その中に、担任する事務、何をするのかが書かれております。それはきょう

の公報に載るんですけれども。それについて甲府地方裁判所の住民訴訟の損害

賠償請求義務づけ請求事件において対象とされている県有林の貸付業務に係る

手続の適切な検証等に関する事務、これを担任する事務で、委員は３人、委員

の要件は弁護士、委員の任期はきょうから令和４年１月３１日までという、そ

ういう公報で告示を出します。これでよければすぐにお配りをさせていただき

ます。 

 

皆川委員長  とりあえず、きょう中に出してください。これが終わったら。 

 

渡辺委員  自分の質問に入るまでに、今小越委員の質問の中で、新たに検証委員会をつ

くって、規定に従って日当を支給するという話ですけれども。そうすると、足

立弁護士は顧問契約があって、訴訟委任契約があって、先ほどの６,６００万円

の業務委託契約があって、かつこの検証委員会の日当もと、４重の契約になっ

ているという、そういう理解ですか。 

 

市川総務部長  形としてそういう形になります。４つ契約をさせていただきました。 

 

市川総務部長  より正確に言いますと、検証委員会のほうは契約ではなく委嘱という形にな

りまして、委嘱に基づく報酬をお支払いすると、こういう形になります。 

 

渡辺委員  ６,６００万円のときの時給は５万円で、委嘱されると日当９,８００円です

けれども、足立弁護士はもう、それで問題ないという形でよろしいんですね。 

 

市川総務部長  日当９,８００円というのは、御承知の上で引き受けていただくという形にな

っています。 

 

渡辺委員  県がいかに足立弁護士を信頼して、全てお任せしているんだなという感想を

持ちました。 

  少し質問は変わりますけれども、本日御提出というか、先日ですかね、御提

出いただいた澤野不動産鑑定士の会計書類について、何点か御質問させていた

だきたいと思います。 

  先日参考人で澤野鑑定士がいらっしゃったときに、澤野鑑定士の認識の中で

は、鑑定評価書、意見書だとおっしゃいますけれども、これはもう裁判所に提

出するという認識だったというふうにお伺いしましたけれども、県のほうとし

ては、嶋内鑑定士にお願いしたものが唯一の鑑定評価書でというような御説明

でしたが、矛盾するように思うんですけれども、いかがでしょうか。 
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小沢県有林課長 澤野不動産鑑定士に依頼したものは、鑑定意見書でありまして、矛盾するも

のではありません。 

 

渡辺委員  普通に専門用語でいうと鑑定意見書とおっしゃられて、要は裁判に臨むに当

たっての参考資料としてというような答弁もあったと思います。ただ、澤野鑑

定士は、いや、これはもう裁判所に提出されるものだと思って仕事をしていた

という認識だったと思うんですけれども、どこにそごが生まれてしまったんで

すか。 

 

金子林務長  それは裁判の証拠として出すか出さないかというのは、訴訟追行上の判断に

よるものですので、その認識の違いだと思います。 

 

渡辺委員  それでは、本日提出いただきました資料によると、澤野鑑定士への業務契約

書を見ると、業務名は、住民訴訟に係る不動産鑑定評価等業務ということにな

っておりますが、今まで県のほうでは、澤野鑑定士のものは不動産意見書で、

嶋内鑑定士のものは、県が唯一取った不動産鑑定評価書というふうに御説明い

ただいてきておりますけれども。これは嶋内鑑定士の業務契約書にも業務名は

同じなんではないですか。澤野鑑定士と嶋内鑑定士の業務契約書の業務名は同

じなんではないですか。 

 

小沢県有林課長 業務名は一緒でございます。 

 

渡辺委員  もう一つ、この成果物なんですけれども、この仕様書に、契約書についてい

る仕様書によると、やはり成果物は鑑定意見書なんですよね。確かに鑑定意見

書、これは嶋内鑑定士も鑑定意見書という記載はあったんではないですか。 

 

小沢県有林課長 嶋内不動産鑑定につきましては、鑑定意見書となっておりましたけれども、

これは誤りだということで、修正をしています。 

 

渡辺委員  誤りなんですか、契約書が。そんなばかな話はないでしょう。 

 

皆川委員長  暫時休憩します。 

先ほどの資料を休憩の後で出してください。再開は３５分に再開します。 

 

（休憩） 

 

皆川委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を継続します。 

  委員各位に申し上げます。執行部から資料の提供がありましたので、事務局

から配布いたさせます。 

 

保坂行政経営管理課長 お手元に山梨県公報と書かれている紙をお配りさせていただきました。

なお、この紙なんですけれども、夕方に本来紙として配布、それからインター

ネットに載せるものになります。今まだうちの課に届いている段階のものです

けれども、御提供させていただきます。 

  ここの山梨県告示第２２号に基づいて、先ほど申し上げたとおり住民訴訟に

係る検証委員会ということと、それから担任事務ということで、甲府地方裁判

所、平成２９年ここの住民訴訟事件において対象とされている県有林の貸付業
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務に係る手続の適正性の検証等に関する事務ということ、委員の定数は３人、

弁護士が委員の要件、委員の任期は２月１日から令和４年１月３０日まで、こ

れは告示で、１年以内のものは告示で設置ができるということになっているの

で、１年以内ということでなっています。所管課は、行政経営管理課となって

ございます。 

 

小沢県有林課長 先ほどの渡辺委員の御質問に対してお答えさせていただきたいと思います。 

  嶋内不動産鑑定士に発注しました契約についてでありますけれども、令和２

年６月２２日付で締結をしております不動産鑑定評価業務契約書の成果品につ

きましては、仕様書で鑑定評価書と表示しておりましたが、本件は不動産鑑定

評価書の取得を目的とすることから、成果品は書面を取り交わしまして、不動

産鑑定書とする内容の連絡を嶋内不動産鑑定士にしております。 

  契約金額につきましては、契約締結に先立ちまして、嶋内不動産鑑定士が作

成しました報酬見積金額も不動産鑑定書作成に係る経費であることから、成果

品の表示修正に伴う変更は生じないということでございます。 

  これを受けまして、７月１５日付で嶋内不動産鑑定士から、業務の目的と範

囲等の確定に係る確認書というものが提出されております。その中で、今回の

調査内容につきましては、不動産鑑定評価基準にのっとって鑑定評価書を提出

しますという確認もとって、先方からも書面をいただいているところでありま

す。これが９月に成果品として提出され、検査を受け、こちらの要望の鑑定書

が最終的に成果品として上がってきたという経緯でございます。 

 

渡辺委員  説明をお伺いしても、なかなか比較できないと難しいと思いますので、改め

て嶋内不動産鑑定士の会計書類、澤野鑑定士のものと比較できるようなもの、

そして今課長が御説明になった確認書等も含めて、委員会として資料要求して

いただきたいと思います。委員長、お願いします。 

 

皆川委員長  今、渡辺委員から要求がありました資料について、委員会として資料要求す

ることで御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

皆川委員長  それでは、よろしくお願いします。 

 

渡辺委員  それでは、また比較の話は別の機会にするとしまして、先日、またこれも提

供いただきました裁判資料の準備書面の中で、被告準備書面１１で、その４ペ

ージ、もしくは８ページに準備書面の中で、平成９年１月１日を価格時点とす

る不動産鑑定評価の準備中であるという記載がありますが、これは森林環境部

として準備中ですか。 

 

小沢県有林課長 準備中でございます。 

 

渡辺委員  ちなみにこの不動産鑑定業務は、もう嶋内不動産鑑定士と契約しているんで

すか。 

 

小沢県有林課長 今後の訴訟追行をしていく上で、支障が出るおそれがありますので、お答え

は差し控えさせていただきます。 
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渡辺委員  では、聞き方を変えます。嶋内鑑定士に対しては、乙４５号証の不動産鑑定

評価作成依頼に関する報酬以外に、支払っているものはあるんですか。 

 

小沢県有林課長 ございません。 

 

渡辺委員  では、改めてお伺いします。乙４５号証の不動産鑑定評価作成に関する報酬

以外に、嶋内氏本人、もしくは所属事務所、嶋内不動産鑑定士が役員を務める

会社・団体などに、報酬、対価、費用の名目を問わず、山梨県から支払ってい

る、または支払いを予定しているものはありますか。 

 

小沢県有林課長 訴訟追行をしていく上で支障が出るおそれがありますので、コメントは差し

控えさせていただきます。 

 

皆川委員長  これは差し支えないのではないかな。訴訟追行上関係ない。 

  林務長、答えてくれる。 

 

金子林務長  勉強会の旅費の支出もあるようですが、ちょっとそこがはっきりしませんの

で、また後日御報告させていただきます。 

 

皆川委員長  勉強会。 

 

金子林務長  済みません、意見をまとめるために来ていただいたときの旅費でございます。 

 

渡辺委員  ちょっと不正確ですので、改めて資料要求させていただきたいと思います。 

  嶋内不動産鑑定士に対して、乙４５号証の不動産鑑定評価書作成に関する報

酬以外に、嶋内鑑定士本人、もしくはその所属事務所、嶋内不動産鑑定士が役

員を務める会社・団体などに報酬、対価、費用の名目を問わず、山梨県から支

払っている、あるいは支払いを予定しているものはあるかということについて、

執行部に対して資料を要求いたしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

皆川委員長  渡辺委員から要求のありました資料について、委員会として資料要求するこ

とに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

皆川委員長  それでは、要求をお願いします。 

  そのほか、提出されました資料についての質疑はありませんか。 

 

小越委員  済みません、先ほどの公報の話なんですけど、令和４年１月３０日までで、

担任事務がここに書いてありますけど、やっていただくことは、先ほど、どな

たかの質問のときに、このお願いしている６,６００万円の仕様書と同じだと聞

いたんですけど、同じことを、この担任事務検証委員会にお願いするというこ

となんですか。違うものがあるんですか。要綱がないからわかんないんだけど。 

 

市川総務部長  調査業務委託の仕様書にありますのは、過去の賃料算定及び貸付業務の適正

性の確認や、未来に向けた適正賃料及び事務手続等のあり方、そしてその上で

上記を踏まえた検証委員会の資料準備ということになっているところでござい

ます。 
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小越委員  だから、検証委員会は何をするんですか。 

 

市川総務部長  先ほどの調査の内容を議論されることもありますけれども、まずは訴訟を追

行していくのに当たって、県に損害賠償請求等を行うよう求められた対象者の

責任の有無ですとか請求額について、手続を含めて詳細に検討していくという

ことに加えて、個人責任に片寄らずに算定方法が誤った前例を踏襲し続けてし

まったこと、あるいは意思決定のあり方など、システム的な問題なども検証し、

改善策をまとめていただきます。さらには、未来に向けた適正賃料及び事務手

続等のあり方も検討していただくことを想定してございます。告示に基づく担

任事務は、ごらんのとおりでございます。 

 

小越委員  結局、検証委員会とこの６,６００万円は同じことをやるだけですよね。同じ

人が。同じ人が同じことをやって、片や５万円でこっちは９,８００円だけど。

だったら、この検証委員会がなくたって同じではありませんか。だって、同じ

ことをやるということだから。それで何をするかが、いま一つわからないのに、

この検証委員会をやるのか。この自作自演というか、同じ人が同じことをやっ

て、こっちは資料を出してこっちは、はいはい、そうでございますよと、同じ

ことを２度やって、この検証委員会は検証にならないと思いますよ、これじゃ。

ということを１つ今聞きます。 

  それから違う話で、先ほど渡辺委員からもありました澤野鑑定士の鑑定の話

なんですけど、なんか毎回衝撃的な発言があって、だんだんどうなっていくの

かと思っているんですけど。先ほど澤野鑑定士のところに、住民訴訟に係る不

動産鑑定評価等業務というふうに書いてあるんですよね、澤野鑑定士の業務委

託のところには。それは不動産鑑定評価業務等ということは、不動産鑑定をお

願いしたということでいいんですよね。不動産鑑定もお願いした、依頼は。と

いうことですよね。 

 

小沢県有林課長 先ほど御説明しました仕様書に書かれておりますように、鑑定意見書をお願

いしたものです。 

 

小越委員  私がもらっているこの請求書というところには、御請求金額の業務名は、住

民訴訟に係る不動産鑑定評価等業務というふうに、澤野鑑定士にも書いてある

し、同じように嶋内鑑定士にも、住民訴訟に係る不動産鑑定評価等業務という

もので、同じですよ、この業務の依頼は、業務名は。澤野鑑定士のものは、不

動産鑑定評価等業務ということは、不動産鑑定もお願いしたんでしょう。だか

ら５５０万円ではありませんか。 

  これ時間がかかっているかもしれないけど、嶋内鑑定士のほうは３３０万円

で、澤野鑑定士は５６１万円、澤野さんのほうが多いんですよね。多分鑑定の

ほかに意見ということをつけてお願いしたから５６０万円かと思うんだけど、

これでいけば、嶋内鑑定士だって同じように鑑定評価をお願いしたのではあり

ませんか。だって、ここに書いてある。山梨県は澤野鑑定士にも住民訴訟に係

る不動産鑑定評価等業務をお願いしていますよ。ではこれも間違いということ。

５６１万円は不正にお願いしたということですか。 

 

金子林務長  成果品としては不動産意見書というのは、課長が答弁したとおりなんですが、

意見書をつくるのに鑑定という行為は必要になると思います。以前もこの委員

会で答弁させていただきましたが、澤野鑑定士のほうの不動産鑑定、附属資料
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としてついている不動産鑑定書につきましては、借地権の有無ではなくて、借

地権割合を相当額の控除を行っていると。これは一つには県有林において貸付

における一時金を受領していないということ。さらには、地方自治法２３７条

の２項の適正な対価によらない貸付が違法無効であるといった場合に、その割

合の控除を行うことに疑義があると。加えまして、国有資産等所在市町村交付

金法に基づく交付金相当額の再計算が省略をされている。これは具体的にいい

ますと、以前お出しした資料で、この富士急と県の不動産鑑定書の概要をまと

めたものがございます。 

  これを見ますと、嶋内鑑定士の鑑定の土地価格のところを見てもらうと、別

荘単価というところですけれども、平米１万１,２４０円で、これに対して澤野

鑑定士のものは１万３,３６０円、これはいずれも別荘を現況の宅地として見た

金額になるんですが、固定資産税相当額になりますので、基本的にその現況を

もとにして、固定資産税相当額というのは必ず出さなければいけないんです。 

  それだけ見たときに、例えば富士急のほうの現況、日本不動産研究所でもい

いんですけど、例えば富士急の隣の大和不動産鑑定２,２７０円で、これは山林

価格になります。この価格が５、６倍になっている。５、６倍になっていると

いうことは、単純に考えて、この下から何行目かの所在市町村交付金額という

のがございまして、所在市町村交付金額というのは、固定資産税相当額になり

ますから、これが今、澤野鑑定士のものが４,３００万円、これは県が支出した

額とまったく同じです。これは山林原野だとした場合の固定資産税相当額が４,

３００万円で、たまたまその横に嶋内鑑定士が出した１万１,２４０円の単価で

出したときの所在市町村交付金相当額が２億７,２００万円、大体これは何倍か

になるわけですね。当然宅地なのか山林なのか。この所在市町村等交付金につ

いては、必ず土地価格と連動してきます。そうすると、澤野鑑定士のものが４,

３００万円のままですと、現況で１万３,０００円の評価をしていて、所在市町

村交付金が４,３００万円ということは、これはないので、少なくとも２億何千

万円かにはなると。 

  そうすると、当然この６億４,０００万円というのは、それだけでもう２億円、

３億円上がりますから、これが適正な賃料ということで、外にお出しするよう

なものではないということが御理解できると思います。 

 

白壁委員  林務長は、何、鑑定士。鑑定士の資格持っているの。ちょっと聞きたい、先

に聞きたい。 

 

金子林務長  鑑定士ではございませんが、所在市町村交付金、いわゆる固定資産税の評価

は、法的に……。 

 

白壁委員  鑑定士でなければ、鑑定士が出したものを否定するということは、澤野鑑定

士が来られたとき、私は弁護士です。鑑定士でもあります。正しい評価のもと

に私は今回の鑑定書を提出しました。皆さんはおわかりのとおり、表のところ

に意見書と書いてありますけど、裏のところに鑑定書がついています。私は、

これは正しいものとして提出しましたと。これを全否定するということは、こ

れは大変なことだよ、逆に言うと。鑑定士協会に訴えて、澤野鑑定士のライセ

ンスを剥奪できると思うよ。今言っていることは。 

  片や、嶋内鑑定士のものが、これは間違いなかった。要は都合がいいものを

正しくして、都合の悪いものを否定してということなんだよ。これはちょっと

言い過ぎだと思うよ。これは議事録に全部残るんだけど、大変なことを言って

いると思うんだけど、どうですか。 
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金子林務長  鑑定書をごらんになっていただければわかると思いますが、所在市町村交付

金については、澤野鑑定士は算定をしておりません。県の出したものをそのま

ま使うというのを、鑑定書にも書いてありますが、はっきりと出したものを使

うということを前提に金額を出しましたということで、その鑑定書のつくりと

しては、全く違法なものではないんですが、それによって導き出された金額を、

そのまま使うことができないという意味でございます。 

 

小越委員  そこは、白壁委員と同じでね。仕様書には目的、原告が主張する適正賃料を

下回る額であるかの検証、令和３年度の料金改定に伴う恩賜県有財産貸付料適

正化調査の基礎資料が、この澤野鑑定士がお願いした仕様書に書いています。

鑑定事項として、平成２９年４月１日時点における対象不動産の適正賃料、本

件事案に係る適正賃料評価の考え方、丙第４号証、富士急の不動産鑑定書に対

する意見、訴訟内容については検討、質疑等に対応。これは、澤野先生の話を

聞いて思ったんですけど、この裁判追行するに当たっての鑑定とは何ぞや、こ

れからどういうふうにしていったらいいのか、考え方を仕様書でお願いしてい

るわけですよ。 

  今、林務長が言った借地権だとか固定資産税のことなんか、一つもお願いさ

れていないわけですよ。県からこうしてくださいなんて、ないんですよ。ここ

は純粋に、多分その当時の藤田弁護士から澤野鑑定士、またそれから当局は藤

田弁護士から現況価格でいきましょうと。現況価格とは何ぞやということを、

真摯に向き合って、澤野鑑定士にお願いした。澤野鑑定士は、現況価格でいく

と、藤田弁護士もそう言っていた。そして出てきたのが、この考え方はどうし

たらいいかとか、包括的に書いてあるわけですよね、澤野鑑定士は。これから

どうやって考えていったらいいのかと、そこをお願いしてくださいというふう

に頼んでいるんですよ。出てきたものが自分たちの意に沿わないからボツにす

るって、それはね、本当にね、県が自分の都合の悪いものは排除するというこ

とですよ。 

  少なくとも、百歩譲っても、この澤野鑑定士の鑑定書以外の意見書をなぜ裁

判所に資料として出さなかったんですか。鑑定書はともかく意見、考え方があ

りますよね、澤野鑑定士が考えた。成果品として意見書があるんだから。意見

書をどうして裁判資料に出さなかったんですか。 

 

金子林務長  意見書に記載してございます本件土地の適正賃料の鑑定評価に当たっては、

造成、開発前のいわゆる素地価格とせず、本件土地の現況を所与とすべきもの

と思料され、県のこの点に関する主張は妥当ではないと。この考え方を使って

準備書面等がつくられてございます。 

 

小越委員  藤田弁護士から足立弁護士にかわったときに、考え方が変わったわけですよ

ね。藤田弁護士と澤野鑑定士の考え方は、現況価格でいくべきだと。この澤野

鑑定士のところも、先ほど言った固定資産税のところは、これは疑義があるし、

もっと考えなければならないということが書いてありますよ。これを外せと書

いていませんよ。今これでいいのかどうか、もっと考えましょうと書いてあり

ますよ。どうしてこの意見書を採用しなかったんですか。少なくとも鑑定書は

ボツにしたけれども、この意見書の考え方を出さなかったのは、困ったからで

しょう、交付金のことで困るから。 

  それは、県の都合でこれをまずいと思って変えたんだと私は思うんですよ。

この前、私が推測の話をしたんですけれども、この澤野鑑定士の不動産鑑定書、
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意見書をなきものにして隠したということですよ。５６１万円も使って、自分

の都合が悪かったら、これはなかったことにすると。裁判にも出さない。住民

訴訟にかかわるものを出してくださいと、お金を使っているんですよ。これは

隠蔽したのと同じことになるんですよ、裁判所に対して、山梨県民に対して不

当にお金を使ったことになってしまうんですよ。 

  私は、この澤野鑑定士の考え方を、少なくとも裁判所に提示することはでき

たと思うんですよ。でも、そうすると、先ほど言った借地権の嶋内鑑定士の話

がつじつま合わなくなるからやめたんだと思うんです。 

  準備書面のところで、７月２９日のときに、藤田弁護士に交代したときに、

令和元年８月３０日付で準備書面のところに、被告は、住民訴訟の法的意義を

踏まえ、透明性の確保と県民に対する説明責任に配慮した訴訟追行をする所存

でございますと藤田弁護士は述べています。７月２９日、知事室で、適正な価

格、賃料の算定方法について意見交換をしております。そのとき知事は何て言

ったんですか。 

 

金子林務長  今、手元に何もないものですから、そのときに何を言ったかは、済みません、

お答えできません。 

 

小越委員  ９月１０日に、知事室で鑑定意見書、澤野鑑定士への依頼内容について話さ

れていると、この一覧表に書いてあります。このとき知事は、何を言ったんで

しょうか。澤野鑑定士へのこの鑑定依頼に知事は何と言ったのですか。 

 

金子林務長  済みません。正確には覚えていませんが、澤野鑑定に関しましては、これを

裁判所に出すか出さないかというところは、訴訟追行上の大きなテーマでござ

いますので、そのときの判断ということでございます。 

 

小越委員  多分、藤田弁護士、県から依頼を受けて澤野鑑定士は、本当は３月１６日に

完了する予定になっていた。この２回更新していますよね。だけど、コロナが

あってできないと。２月２８日の準備書面で、藤田弁護士は知事の裁量がある

のではないかと論述しています。適正な価格は、唯一の金額が適正な価格とし

て存在するわけではないと。契約に定められた賃料の額をもって、直ちに地方

自治法２条１４項に反し、違法となるものではないと藤田弁護士は陳述してい

るんです。これについて知事はどう思ったんでしょうか。 

 

金子林務長  済みません、知事がどういうふうに思ったかを、私が答弁することはできま

せん。 

 

小越委員  そうなんですか。だって知事と話をしているでしょう、ずっと。知事レクし

ていますよね。藤田弁護士とのやりとりを知事に報告しないでやったから、多

分知事は怒ったんでしょう。知事が自分の意見と全く違うことを言っていると。

地方自治法違反ではないと。これは契約の金額と賃料は違うと。賃料は裁量権

があると藤田弁護士が言った。だから、知事のげきりんに触れてだめだと言っ

た。だから交代というか、更迭というか、本人の合意のもとと言っていますけ

れども。 

  ４月２日に、知事から住民訴訟の連絡の徹底とあるんですよね、ここには。

住民訴訟の連絡の徹底。知事からどういう徹底が誰に行ったんですか。誰に指

示したんですか。 
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金子林務長  ４月２日のこのメモを見ますと、総務部への指示ということでございますの

で、私にはちょっとわかりかねます。 

 

市川総務部長  私も着任して早々でしたけれども、この住民訴訟に関しては非常に重要な案

件であるということで、私に対してもこの住民訴訟案件については、知事にし

っかり上げるようにというふうにも言われております。また別途、総務部の職

員が言われているので、そちらに譲りたいと思います。 

 

小澤総務部理事 ４月２日につきましては、知事室におきまして、私のほうに、本年度の訴訟

追行についてはしっかりと報告するように、知事から御指示がありました。 

 

小越委員  ということは、藤田弁護士のときに報告がなかったということですよね、き

っと。知事がだから怒ったと。藤田弁護士は、勝手にという言い方はないけど、

地方自治法違反ではございませんと準備書面でも言っている。知事の裁量があ

るのではないかと言っている。そして、それは困るからということで、しっか

り知事に報告しろと、４月２日になっている。４月２３日に、再び適正な価格

の追求、藤田弁護士の論述は不適切と検討が始まったんでしょうね。５月１４

日に、澤野鑑定が完成されますけれども、これがほとんど無視されていく。澤

野鑑定を差し置いて、６月２日、藤田弁護士もいるのに、どうして足立弁護士

と契約をしたんでしょうか。 

 

保坂行政経営管理課長 足立弁護士の専門性に鑑みて、訴訟代理人の体制のより強化というこ

とで、足立弁護士に入っていただいたということになっています。 

 

小越委員  藤田弁護士と若干一緒にやっていますけど、藤田弁護士がおやめになったの

は、足立弁護士が着任したからですか。それは関係なく、どうしてやめたんで

すか、何回も聞きますけど、どうしてやめたんですか。 

 

市川総務部長  その経緯を申し上げますと、訴訟代理人として体制強化のために、先ほど課

長が申し上げたとおり、足立弁護士を加えたということでございます。その後、

他の訴訟代理人が辞任したと、これが経緯でございます。 

 

小越委員  辞任したのか、みずからやめたのか、やめてもらったのかわかりませんけど。

前回いただきましたけど、６月４日のメモ、今までの話を聞くと、メモはある

わけですよ。先ほどの向山委員の話でもありましたけど、後藤前知事のときの

話のメモが出てくるんですよ。後藤前知事のときのものはあるんですよ。何で

今のものがないんですか。 

   知事が経過について報告するというので、いつ出てくるか、私はすごく期待

しているんですけど。６月４日のメモ、前回も指摘しましたけど、嶋内鑑定士

に知事の澤野鑑定の疑問を伝えてあると書いています。知事が既に澤野鑑定書

を見て意見を述べているわけです。これではだめだと。 

  １２月１８日の特別委員会の向山委員の質問に、澤野事務所に知事が意見を

言ったり働きかけはしていないのか、嶋内鑑定について知事は関与しているの

かと、向山委員が質問したときに、金子林務長は、私の知っている限りござい

ませんでしたと答弁しています。でも、市川総務部長は、澤野鑑定を採用しな

かったのは知事の最終判断、６月４日メモによると、知事は澤野鑑定の疑問点

を嶋内鑑定士に伝えている。私が質問すると、金子林務長は、借地権を認めて

いるかどうかだと。たしかメモに、知事が貸した途端に下がるのはおかしい。
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林務長が、割６０％プラス、権利金とメモありと。 

  知事の意向で、澤野鑑定が排除され、嶋内鑑定が知事の意向に沿ったものに

なっていった。第一、嶋内鑑定士は、原告側のアドバイスをして報酬をもらっ

ているんですよね。原告側というのは、違法無効だということの原告側のほう

にアドバイスをしている。その人が同じように、嶋内鑑定士がなぜか知事の意

向のとおりにやってきたわけですよ。 

  だから、不動産鑑定士協会の方が、参考人が言っていましたけど、依頼人の

意向に合うような鑑定をしてはいけないと。そういうことはできるんですかと

聞いたら、それはできませんと言っていました。だけど、先ほど林務長が言っ

たみたいに、澤野鑑定士のものはこちらで固定資産税が、所在市町村交付金が

入っていないから、だからだめだと。こっちの意向に沿わないから、この鑑定

書はだめだからと。そういうことをしてはいけないと、不動産鑑定士協会の人

が言っていました。不動産鑑定士がやっていいわけはないと。だけど、県はそ

れを意図的に嶋内鑑定士に言って、変えてもらったんでしょう。澤野鑑定士で

はだめだということじゃありませんか。ここまで違いますか。どうですか。 

 

金子林務長  今おっしゃっています６月４日というのは２つありまして、１つは、テレビ

会議で藤田弁護士等と行われたもの。これは行政経営管理課等が入ったもの。

同じ６月４日で、知事室でやっているのは、総務部長と私も入っているもので、

ちょっと前者のところの内容がよくわかりませんが、伝えたとか伝えていない

というのは、多分その前のところのメモではないかと思うんですね。 

  ６月４日のこっちの下のほうですね。これに関していいますと、やはり借地

権割合相当の控除を行うのは適当ではないというのは、県全体、私どもも知事

も含めての判断でございます。 

 

小越委員  これ以上言ってもあれですけど、知事の意向に沿わないものは排除して、知

事の意向に沿ったものだけを取り入れてつくり上げてきたと、今までの話を聞

くと、そう思ってしまうんですよ。そうとしか考えられない。こんなに急に変

わるのは。 

  後藤前知事のときに、このメモらしきこの一覧表が出てきたわけですよ。か

なり前ですよ。だったら、去年、おととし、つい最近の議事録、会議録がない

わけないじゃありませんか。 

  先ほども聞いたら、それは私が言っていませんとか、こう言われましたって

あるわけですよ。今私たちがしゃべったってみんな記録していますよ、後ろで

みんな。みんなメモをとっていますよね。私もとっていますけど。とっていな

いわけないんですよ。知事が何て言ったのか、知事の意向に反してどうしたの

か、明らかにしていただかないと。適正賃料は裁判所に任せればいいかもしれ

ない。だけど、こうなってしまったときに、大きないろいろな問題があること

がだんだん出てきているではありませんか、次々と。６,６００万円もそうです

けど。それをしっかり明らかにしないと、県民はね、県庁を信用できなくなっ

てしまう。そこをはっきりしていただきたいと思います。 

  なので、私、再三言っておりますけど、いつ出てくるかわかりませんけど、

この間の経過、誰が、どう言ったのか、会議録、メモ、メールもあると思いま

す。必ず出していただきたい。再度お願いいたします。 

 

猪股委員  済みません、確認だけさせてください。午前中の６,６００万円の話なんです

けどね、各委員から多くの疑義が生じています。なぜかというと、この調査業

務委託している弁護士３人と、足立弁護士を初め、これと公報に載っている住
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民訴訟に関する検証委員会、この弁護士が同じですよね。先ほど小越委員が言

われましたとおり、これは要は業務委託を請け負った、繰り返しですみません

けど、業務をした人と検証委員会の弁護士が３名ずつで同じであれば、する必

要がないと思っていたほうがいいと。これは誰が最終的チェックをするのかと

いうことなんですよ。 

  我々の特別委員会としては、これは絶対的にこのまま素通しにはできない。

これは公平、公正をどこで担保するのか。これだけはしっかりしてくれないと、

何のためにこの特別委員会を開いたか、わからなくなる。それを肝に銘じてい

ただきたい。このことに対して答弁をいただきたい。 

 

市川総務部長  公平、公正にということにつきましては、もちろん検証委員会に求められる

ところでございますし、私どももそうした観点から委嘱ということで、先生方

にお願いしているところでございます。それとは別に、本特別委員会の御審議

についても、私どもとして訴訟追行上の話ですと、なかなかコメントしづらい

ところもございますが、できるだけ真摯に、審議に応じてまいりたいと思って

おります。 

 

猪股委員  できれば、この検証委員会が隠されたものではなくて、中間報告等、また委

員会のほうにも報告いただきたいし。これは委員会としての責任もありますか

ら、ぜひともお願いしたい。答弁はいいです。 

 

飯島委員  御説明がありまして、足立弁護士は体制強化のために採用したとはっきりお

っしゃっていましたね。総務部長、重箱の隅をつつくわけではないですけど、

本当にこれは大事な問題です。和解の件、提案理由の推移、体制強化の足立弁

護士、今でもそう思われますか。 

 

市川総務部長  当時、既に弁護士がいる中で、住民訴訟の増強のために追加したということ

でございます。ただ、そもそも論として、なぜ足立弁護士かということにつき

ましては、午前中の答弁でも申し上げましたけれども、多数の候補者の中から

知事が本人との対話などを通じて、法律構成や実務、調査能力等々の観点から、

最も総合力ですぐれているということで判断したということでございます。 

 

飯島委員  足立弁護士の仕事ぶりとか、今までの経験とか、そういうことではないんで

すよ。体制強化という目的のために採用した足立弁護士の働きぶりは、この和

解の件でどうですかと、私はそれを聞いているんです。 

 

市川総務部長  働きぶりということでございます。私どもとしては、全く問題がなく、信頼

に足る弁護士だと思っております。 

 

飯島委員  これ以上やっても誠実な答えが得られないということで。 

  では、午前中も総務部長がおっしゃっていました提案理由については、わか

りやすい表現ではなかったと。ここでわかりやすい表現をしてくださいよ。み

んなにわかりやすいように。 

 

皆川委員長  それは、あした執行部説明会があるから。その件に関しては。 

  まだあるの。この件だよ。 

 

向山委員  今、飯島委員からも話があったのですけれど、委員会でも要求していますが、
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あした足立弁護士は、来ていただけるんですよね。 

 

市川総務部長  執行部説明会の足立弁護士の出席についてでございます。この委員会の場で

も出席を求められているのは承知しておりましたけれども、現在も訴訟継続中

で、裁判所から次回口頭弁論に向けた準備書面の提出を２月１２日までに求め

られているという状況で、訴訟追行への影響も勘案して検討したいと存じます

が、いずれにしても、あすにつきましては、足立弁護士は水戸家庭裁判所にお

いて、別件の審判事件に出頭することとなっておりまして、出席がかなわない

ということになってございます。 

 

向山委員  あしたの訴訟の関係もあって、県の２月２日に合わせて要望したので、出席

はなかなか難しいところもあると思うのですけれど、２月１１日に準備書面と

して書き上げた後、そこの部分についてもお答えできる範囲で、この委員会で

お伺いすることも必要だと思います。 

  前回もお話しさせていただいたのですが、この和解の提案理由については、

どう考えても足立弁護士の責任です。それは、もう一度言いますが、なぜかと

いうと、総務部長を初め、担当室長、課長は法的知識のない法曹ではない方で

す。その方が提案理由として法曹、弁護士の方に提案理由を、これでいいです

かと投げて足立弁護士が返してきた。そこまでは裁判所のそのような異論とか

指摘があるということは、思いもしなかったと、県は想像もしていなかったと

いう状況ですので、全くもって足立弁護士の瑕疵だと、過失だと自分は思って

います。 

  そこについては、議会に説明することは、県民に説明することだと思います

ので、６,６００万円の対価が適正な対価かは、それは足立弁護士の今後の姿勢

で決まってくるんだと思いますので、ぜひ御出席をお願いしたいと思います。 

  これは言うつもりはなかったんですけど、この前の消防協会の和解について、

あれは適切に東京高裁から和解の勧試がなされてというペーパーも、県議会に、

担当委員会のところに提示があったと思いますが、あれは細田弁護士が担当さ

れています。 

  普通、言い方が悪いですね。弁護士の資格を持っている先生は、多分そう書

くんでしょうけども、足立弁護士は弁護士の資格を持っているかどうかわかり

ませんが、持っているのであれば、しっかり来ていただいて、その弁護士の資

格を持っていることも証明をしていただいて、しっかりとこの委員会から逃げ

ずに、６,６００万円の対価が適正と言われるように、知事と県民と県議会に恥

をかかせないように、しっかり出てくるように強く要請をしていただきたいと

思います。 

 

皆川委員長  お諮りします。小越委員から要求がありました経過の資料について、委員会

として資料要求をしたいと思いますけど、これに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

皆川委員長  それでは、執行部お願いいたします。 

 

向山委員  参考人。 

 

皆川委員長  参考人については、あしたは無理だと言うから。 
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向山委員  参考人、２月１１日以降に。 

 

皆川委員長  ２月１１日以降、それは一応委員長に一任いただいて、参考人の要請させて

もらうということで。 

 

向山委員  逃げずに出てくるように、ぜひ言ってください。 

 

皆川委員長  委員会で、足立弁護士の参考人としての招致をお願いいたしますけれども、

よろしいですか。いいですか、委員の皆さん。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

皆川委員長  そういうことで、異議ありませんので、ぜひ執行部よろしくお伝えください。 

  一応この件につきましての質疑を終了いたしまして、次に２日間の現地調査

を踏まえまして、県有地貸付全体についての質疑に入りたいと思います。 

  先ほど、２日間行いました各地での県有地視察につきましての質疑をこれか

ら行いたいと思います。質疑はありませんか。 

※現地調査を踏まえた県有地貸付全体について 

 

向山委員  ２日間、この富士急行の関連する山中湖以外の土地も視察をさせていただき

まして、総じて皆さんやはり、この県有地の将来のあり方というのは気にされ

ている、もちろん自分たちの関係することですので、気にされているところだ

というふうに思います。 

  その中で、サンパーク明野さんと、あるいはスキー場等でもありましたが、

必ずしも今のこの県有地の価格自体が安いとは思っていないと。サンパークは、

県外の民間企業から借りているところのほうが安く借りられているとか、ある

いはスキー場の話では、県外でも比較をすると県内は高いほうだということで。

ちょっと調べていただいた資料等もあって、国有地で借りている他県の事例な

んかを見ますと、そのことについて比較しても、山梨県が安いとはいえないよ

うな状況だなというところになっています。まず、ここの事業者さんの肌感覚

あるいは比較をした中での高い、安いのこの部分については、県当局としてど

のようにお考えになっていますでしょうか。 

 

金子林務長  感覚として高い、安いというのは、よくわかりませんが、県としては県民か

らお預かりしている財産でございますので、適正な対価で使っていただく、こ

のようにしたいと考えてございます。 

 

向山委員  その適正な対価とは何かということが、まさに今争われているところでして。

そこについて、嶋内鑑定の手法等を適用すれば、まずもって素地価格でやって

いるところは上がるでしょう、価格が。そのときに、今コロナ禍もあって、こ

の状況で経営をされている皆さんにとっては、本当に死活問題になる大きな問

題だというふうに思いますが、この算定、基本的にこの検証委員会の結果いか

んだと思うんですけれども、検証委員会で結果が出て、山林素地価格でやって

いるところは違法無効の可能性があるというこれまでの見解が、足立弁護士の

もとで維持をされれば、恐らく間違いなく価格は上がると思います。そこにつ

いて、どのようにこれから丁寧に各事業者さんに説明をされていく、そういう
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ようなお考えがありますでしょうか。 

 

金子林務長  必ずしも高くないからというのは、それぞれの事情というか、状況に応じて

算定しないとわからないというところがございます。いずれにしても、価格が

変わるということであれば、これはそれぞれの事業者さんに丁寧に説明もしま

すし、その前に御意見なども伺いながら考えていきたいというふうに考えてご

ざいます。 

 

向山委員  そうした中で、説明をもちろんするんですが、これから価格交渉だと思うん

ですが、１つだけ。先ほども資料のところで、この近隣別荘地の貸付料との比

較という参考資料の中を見ると、このＡ４の中では、富士急、山中別荘、これ

が県から富士急行で貸付料が出ていて、富士桜高原別荘、これは勝山と大嵐の

財産区からかな、富士観光開発に出ているもの。清里の別荘、エイトカントリ

ーということで出ていて。富士急が県内の各別荘地で、各貸付は安いことなく

転貸料も高いとはいえないと、ここに書いてあるんですが。この考え方は、安

い低いの観点でいくと、ここの考え方は今でも県は変わっていないという考え

でいいですかね。 

 

金子林務長  済みません、御質問の意味がちょっとわかりづらかったので、もう一度お願

いできませんでしょうか。 

 

向山委員  先ほど高い、安いというのはなかなか言えないということだったんですが、

この当時、平成２８年当時、説明は平成２９年だと思うんですけれども、この

近隣別荘地との貸付料との比較で、県内の別荘地は比較しても、この山中湖は

安いことはなく、転貸料も高いとはいえないと言っているんですが、この認識

は今でも変わっていないんでしょうか。 

 

金子林務長  この意図は、見ていただければわかりますけど、財産区から貸しているとこ

ろもありますけれども、基本的に県と同じ考え方。ほかのところ２つは県なの

で、要するに山林素地で貸していて、転貸料がこういうふうになっていると。

要はここで言いたかったのは、富士急だけが特別扱いしているわけではなくて、

全部同じですよということを示した資料だというふうに思います。 

 

向山委員  今言っていただいてよかったです。ということは、富士急のこの価格が上が

れば、ほかも同様に上がるということなんですよ、今言っていること、それで

すると。であれば、嶋内鑑定が適切になって、価格が２０億円で設定をされた

場合には、同じように、特に２番目の富士桜高原は県ではないんですよ。何が

起こるかというと、県が同じことをすれば、同様のことが県内のほかの場所で

も、ほかの団体が貸しているところも、同じ手法を採用することの基準になり

得るんです。富士観光開発が行っている別荘開発も、同じように価格が上がる

と。それだけの影響があるものだという認識は、もちろんあると思いますけれ

ども、今後そこをどのようにこの検証委員会の議論を通じて、森林環境部とし

て事業者の皆さんにわかりやすく明示をしていくお考えでしょうか。 

 

金子林務長  基本的に、今、県の財産は県民からお預かりしているものですから、地方自

治法２３７条２項の規定で、適正な対価をいただかなければならない。これは

そのことによって、例えば値段が上がるとすれば、それは今まで安過ぎたとい

うことになりますし、それらのことについては、丁寧に説明をしていきたいと



令和３年２月１日  県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員会会議録 

- 52 - 

いうふうに考えてございます。 

 

向山委員  ぜひこの検証委員会の中の議論も透明化をして、これは総務部のほうだと思

いますが、しっかり県民の皆さんに、どういう経過を経てこの賃料が決定をす

るのか、全体に波及するのかを、ぜひ見ていきたいというふうに思います。 

  その中で、先ほど澤野鑑定の部分でいったら、どうしてもここはちょっと澤

野鑑定士の見解と違うので、確認をしたいんですが。まず借地権割合相当額の

控除についてなんですけれども、澤野参考人に質問させていただきましたが、

少し読ませていただきます。 

  「本県賃貸借は間違いなく旧借地法、それから現在の借地借家法の適用のあ

る借地権です。その借地権である場合の継続賃料ですね。新規に貸すわけでは

ありませんので、契約が継続している間に、引き続き賃料の増減を請求する場

合の規定というのが、借地借家法の１１条にございます。この規定に基づいて

しか増減請求の金額は算定できないという前提になっています。そうしますと、

継続している借地の場合の賃料は、当然借地権というのは賃貸借契約が行われ

て、借地借家法の適用がある場合には、これは借地権という規定がありますが、

この借地権について、何が社会の経済価値が発生しているというのが、これは

もう異論がないほど、日本全国の裁判所、どこをとっても異論がないほど認め

られていることです」と。 

  澤野鑑定士は、どこの裁判所でも異論がないことを認めているけれども、山

梨県としては、この借地権控除割合については、どこの裁判所がどう言おうが、

山梨県だけは借地権がないと、一時金がなければ。この法律の専門家、不動産

鑑定の両資格を持っている澤野先生がこのようにおっしゃっていても、県とし

ては揺るがない事実として決定事項としてでよろしいでしょうか。 

 

金子林務長  １つ誤解がないように。旧借地法、借地借家法に基づいて貸していれば、そ

の借地権がないということはないんです。ただ、その借地権割合相当額の控除

を行うのか、行わないのかということに関しては、これは行うべきではないと。 

  先ほど一時金の話ももちろんそうですが、そもそも地方自治法２３７条２項

の適正な対価によらない契約だとすれば、そもそもが、もしそれが無効になる

とすれば、その場合の借地権相当額の控除を行うということに、大変疑義があ

るということだと思います。 

 

向山委員  ちょっと論点がずれたんですけど。今まさに林務長のおっしゃったそのとお

り借地割合控除について、この借地権について何が社会の経済価値が発生して

いる。この部分について、借地権があれば、経済的価値がついていると。これ

はいわゆる、何で控除するかの答えとして、澤野鑑定士は、どこの裁判所でも

異論がないほどそれは通説だと。これを山梨県は否定をするという。その根拠

はなぜ、どこの判断基準をもって、専門家がそう言っているところを否定され

ているんですか。それはどこが法的に成り立たない、必然的な結論として導き

出されたんでしょうか。 

 

金子林務長  その澤野鑑定士のおっしゃっているところが、どこに根拠があるのかという

こともよくわかりませんし、法的な議論ということになれば、これはこの場で

お答えは控えさせていただきたいと思います。 

 

向山委員  澤野鑑定士が根拠としておっしゃったのは、平成の初めのころに、借地法の

改正に本人が携わっています。専門家委員会として、政府の。本人が法律改正
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をしています。借地借家法の改正、平成１０年前後だったと思うんですけど。

その際にも、本人は政府の専門家として国会に呼ばれて、本人が委員会で発言

をされています。本人は借地借家法の専門家という自負があります。そのプロ

の先生が言っている借地権控除割合の相当額を控除するということを否定する、

その県の根拠はどこにあるかということなんです。 

  参考人をただ呼んでいるだけじゃなくて、特別委員会では、それぞれの立場

のある先生に来ていただいて。みんな素人ですから、あくまで澤野鑑定士のそ

の専門的な地位とか、これまでの御経験に即したものを、それによるしかない

んですが、そう言っている方のほうが説得力があるように聞こえてしまうんで

すよ、どうしても。これを県民の皆さんにわかりやすく、そうではなくて県の

ほうが正しいと言うんだったら、なぜ澤野鑑定士のものが否定をされて、そっ

ちになるのかという、その根拠がなければ、正当性を主張できないと思うんで

すが、いかがでしょうか。 

 

金子林務長  澤野鑑定士とそこを直接お話していないのでわかりませんが、例えば民有地

と公有地の違いなど、さまざまな条件の違い、場所の違いなどがあるのではな

いかと考えます。 

 

向山委員  なぜ話をしなかったんですか。なぜ澤野鑑定士と話をしなかったんでしょう

か。澤野鑑定士に対して五百何十万円のお金を払って、県の方向性を得るため

に意見書をいただいているわけですよね。それをなぜ専門家の先生とお話をす

る機会があるのに、県はこう考えるんだけれども、こうではないかと何で議論

しないんですか。県民の税金を使ってやっているんですよ、５００万円を。林

務長のお金でなければ、議会のお金でもないんですよ。県民のお金でやってい

るものに対して、もっと真摯にやらないと、それこそ将来に禍根を残しちゃう

と思うんですよ。だったら、なぜこの問題が今あるというふうに思っていたら、

県はそう判断しますと。何で澤野鑑定士と話をしなかったんですか。 

 

金子林務長  澤野鑑定士には、一番私どものポイントだったのは、現況で評価すべきなの

か、それか山林素地で評価すべきなのかということで、現況によるのが適切と

いうような御判断をいただいたところです。その後、その意見書をいただいて、

業務とすると、それをいただいたところで一度終わるわけですね。ここについ

て、鑑定士の意見とのすり合わせ、もしその後するとすれば、時間もかかると

いうこともありますし、内容が私どもがおかしいと思っているものであるとは

いえ、一度提出された意見書の修正を求めて、修正されたものを改めて提出し

てもらうというような手続自体の妥当性、検収していますので、そういうこと

を考慮したものでございます。 

 

向山委員  修正をしろとは言っていないんですよ。澤野鑑定士に意見を聞いているわけ

ですよね、不動産鑑定の。意見書をいただいて普通の感覚でいけば、そこに疑

問点があればやりとりをして、そういう課題点、問題点がありますと。でも県

はこう考えるからこういうふうに進もうと思いますと。何でその議論ができな

いんですかね。人のお金だからですか。自分の家で土地不動産鑑定して、自分

の感覚と違うとか、もっと違うことになったら話をしませんか。別の方に、ま

あいいやとやりますか。県民の税金なんですよ、この５００万円だって。何で

そう判断できないんでしょうか。それは県全体の判断ですか、林務長なんです

か、課長、何でそうなってしまうのですか。 
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金子林務長  これは専門家に意見を求めたものですので、その専門家の意見としてはそれ

を受け取ったということです。ですから、それに対して疑義がある。だから、

そうなればそれは修正しろと、こういう話になるわけですから、専門家が出さ

れたものを、それは一度そのまま受け取って真摯に分析をしていく、考えてい

くと、こういうことだと思います。 

 

向山委員  では、議論をしないで決定をしたときに、この専門家の意見を否定したのは、

どの段階で、誰が決定をしたんですか。 

 

金子林務長  これは５月に鑑定意見書が出されてから、総務部でもそうですし、私どもで

もそうですし、検討を重ねてきて、最後にすり合わせをしたのは、たしか６月

４日の知事を交えた打ち合わせということだったと思います。 

 

向山委員  ６月４日の件はメモが出ていますので、承知しておりますけれども。その道

のプロが、もう何回も言う、これで終わりますけど、何回も言わないんですけ

ど、その道のプロが言ったことを、相当の根拠がなければ否定できないと思う

んですけど、その根拠は何だったんですか。 

 

金子林務長  これはさまざまございまして、先ほどの所在市町村交付金の交付額の相当額

の再計算が省略されているといったこと。なおかつ、２３７条２項の適正な対

価にはない貸付が違法無効であると考えた場合に、それだけでも借地権割合相

当額の控除を行うのは疑義があると。さらに、県有林においては、一時金を受

領している清里の森以外のところと清里の森と、それ以外のものとの公平性、

こういったものを考えたところでございます。 

 

向山委員  何の根拠に基づいてですか、それは。誰の何の根拠ですか。それはわかりま

す。言っていることはわかるし、所在市町村交付金についても、澤野鑑定士は

もちろんわかっていて、私が意見書の中でちゃんと述べておりましてと、先ほ

ど林務長が言ったとおりですけれども。本来交付金の算定規定というのは、国

で決まっていますと。山梨県においても適正にその時々に調査が行われて、適

正な交付金の額は算定しておりますので、それも確認をしましたと。交付金が

相当かどうかというのは、しっかりと国の基準があるから、そういうのにのっ

とって行われていれば、それで十分だと思いますと。澤野鑑定士はそういう見

解を持っているわけです。 

  別にしなかったわけではなくて、その見解のもとで交付金額が違う。大小で

はなくて、当時の基準にのっとってやっていれば問題ないと。そういうもとに

鑑定をされているというのは、この参考人質疑の中で明らかになりました。そ

ういったものを含めて、それを否定する根拠は何だったのかということをお伺

いしたいんです。幾つか事由はわかります。その事由を持ってきた根拠は何で

しょうか。 

 

金子林務長  所在市町村交付金でいえば、１万３,５００円という土地価格に対する所在市

町村交付金と３,２５０円に対する所在市町村交付金が同じということはあり

得ないと。これは地方税法でも明らかなことだと思います。 

 

向山委員  それでは、税務関係の部署からそういう指摘が入って６月４日に議論したと

いうことでしょうか。 
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金子林務長  これは指摘というよりも、法令によりますと、要するに現況の土地価格に対

して、最終的には７０％減とか、そういう規定がございまして、それに１.４％

の税率を掛けると。これは私どもでもできることですので、明らかに違ってい

ると、こういうことでございます。 

 

向山委員  その明らかに違っていることを、山梨県としてもそれは違っているというの

がわかっていて、澤野鑑定士に、これ全然違うからとはね返したという認識で

いいんですか。もともと固まっていたんですか、山梨県としてその３つの基準

は。一時金と所在市町村交付金と全部もう決まっていたんですか。この澤野鑑

定士に依頼をした６月、依頼書が出てきて、６月４日の時点で全部決まってい

たということですか、会議をして。 

  根拠がどこなのか知りたいんですよ。どの法律家に相談をして。先ほど後藤

前知事時代にこれを聞いていますよね。このときは違うことを言っています、

全部。それをひっくり返して、どこの誰に聞いてその根拠を変えたかなんです

よ。そこをずっと聞いていて、知事も積極的にそれを明らかにするとおっしゃ

っていただいているんだから、県としてしっかりそれに向き合わないといけな

いと思うんですよ。誰が、どこで、どの根拠に基づいて決めたんですか。 

 

金子林務長  要は、例えば所在市町村交付金を出すときには、山林素地が正しいというこ

とであれば山林素地で計算をするんでしょうし、現況でやるのが正しいといえ

ば現況で計算すると。ところが、この場合は、現況で評価するのが正しいとし

ておいて、額は山林素地の県が使っていた額をそのまま使っているというとこ

ろで、矛盾があるということでございます。 

 

向山委員  それを澤野鑑定士には伝えずに、専門家がいて、法律と不動産鑑定の専門家

に聞かずに、県の素人が決定をしたと、そういうことですね。 

 

金子林務長  要は、この鑑定結果、評価書としては現況をもとにした評価が正しいという、

その鑑定意見書の一番重要な部分ですので、それは採用させていただいていま

す。このことを裁判所の証拠としてこれらを出すかどうかというのは、訴訟追

行上の事柄になりますので、弁護士とも相談しながら、何を証拠として出すか

ということを決めていったというところでございます。 

 

向山委員  でも、藤田弁護士は出そうとしていましたよね、準備書面を。プロの専門家、

法律の専門家を誰がとめたんですか。法律の専門家ではないですよね。林務長

が法律の専門家に相談したんですか。 

 

金子林務長  ちょっとおっしゃっている意味がよくわかりませんが、訴訟追行のスケジュ

ールに沿って……。 

 

向山委員  言っているのは、誰が判断をしたのかということです。当時の藤田弁護士は

出すと言っていたんですよ、準備書面で。それを法律の専門家ではない県の当

局がとめたということですよね。そういうことを言っているということですよ

ね、林務長は。 

 

金子林務長  藤田弁護士が出すと言ったということを承知しておりません。 

 

向山委員  これまでに出していただいたメモの中で、準備書面を準備と書いてあるのは、
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あれはどういう意味合いでしょうか。 

 

金子林務長  これは要するに出すか出さないかを検討中と書いてあるとしか、私には見え

ませんが。 

 

向山委員  では、藤田弁護士は今、県の言っているような考え方に基づいて、澤野鑑定

士の鑑定はふさわしくないという判断をされたという認識でよろしいでしょう

か。 

 

金子林務長  済みません、私は藤田弁護士と直接その話をしていないので、お答えしかね

ます。 

 

向山委員  わかりました。では藤田弁護士に聞いて、この澤野鑑定士がだめと判断した

わけではないということですね。承知しました。これはどの法律の専門家に聞

いて、澤野鑑定士のものを否定されているんでしょうか。 

 

金子林務長  最終的には、方向を転換して、その証拠として何を出すのかといったところ

を相談しているのは、今の足立弁護士でございます。 

 

向山委員  足立弁護士が就任したのは７月です。これは出てきているのはもっと前です。

６月４日の議論の中で話をしているはずです。誰に相談されたんでしょうか。 

 

金子林務長  済みません、６月４日のマルチメディアルームでのメモの話をされているん

だと思うんですが。これによりますと、まず現況を所与とすべき澤野意見書を

受けた準備書面を検討中と。その後、鑑定をお願いしている嶋内鑑定士には、

知事の澤野意見書に対する疑問点は伝えたと。次回期日には間に合わないと思

うが、鑑定が出てきたら証拠として、それに基づき主張していくことになると。

このようになっています。 

  ですので、この段階で澤野鑑定士ではなくて嶋内鑑定士の鑑定が出てきたら、

証拠として、それに基づき主張していくことになると、こういうふうな流れに

読めます。 

 

向山委員  こういうやりとりをしてもあれなんですけど、一番県民の皆さんにわかりや

すいというのは、どこをその根拠にして。最初から言っているように、恣意的

とか政治的な運用と思われないのが一番重要なんですよ。知事はそれを排すと

言って、いろいろな部分で配慮されているんだから、それに対して県当局がし

っかり追いついていかないと。政治的な恣意的な判断はないんですよね。それ

を何回も確認しているので、総務部長も森林環境部長も林務長もないと言って

いるんだから、それに基づいた理論構成をしないと、県民の皆さんに説明でき

なくなってしまうので、そこをしっかりともう一回確認をして洗い出しをぜひ

していただきたい。 

  その上で、嶋内鑑定士の鑑定を全県有地に当てはめる、あるいは今回のこの

山中湖の県有地のこの価格を公平、公正をもってほかの県有地にも当てはめる

のであれば、どのような方法があるのか考えると、嶋内鑑定士と同じような鑑

定評価を各それぞれの場所でやらないと、納得は得られないというふうに思う

んですよ。今までは適正化調査という形をとっていたけれども、これはお金が

かかろうが、時間がかかろうが、行政として継続性、公平性を保つのなら、し

っかりと各地域地域でやる必要があると思いますが、そこについてのお考えは、
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いかがでしょうか。 

 

金子林務長  もちろん費用対効果ということもございますが、基本的にしっかりとそれぞ

れの場所に応じた評価をしていくべきだと考えてございます。 

 

向山委員  費用対効果もあるんですけれども、何よりも重要なのは行政の信頼性なので、

行政が信頼されるように。そのためには公正に公平に、どの土地も同じ評価基

準でやらないと、なかなか納得は得られないというふうに思います。それは県

有地を借りている方も皆さん一緒で、うちだけ安くていいなんて思っていると

ころは、そんな人はほとんどいないと思います。みんな富士観光開発も言って

いましたけれども、適切にしっかりとした基準を示していただければ、みんな

従うと思うんですよ。それをどのように実現していくかというのを、これから

住民訴訟を離れたときに議論していかなければいけないし、検証委員会の中で

も、それはどこに言われても大丈夫なものをつくり出していただけるというふ

うに思っているんですが、今度その膨大な作業を森林環境部でやらないといけ

ないと。そのことについて、現状でお答えいただけるところでお話しいただき

たいと思います。 

 

金子林務長  委員おっしゃるとおりでございまして、しっかりそれぞれについて説明して

いかなければいけないと思っています。さらに、それぞれの場所ごとの事情、

例えば知事も先日申されていましたけれども、災害で家を失ってしまったよう

な地区のその移住地などについては、これは適正な価格は出しますが、それで

お貸しするのかと。これは特別な配慮が必要になるような場所も出てくると思

います。それらの場所については、しっかりとしたルールをつくって県議会で

議決をしていただくことによりまして、これは必ずしも適正な価格で貸さなけ

ればならないということにはなりませんので、そういった対応もあわせて検討

していきたいと考えてございます。 

 

向山委員  ありがとうございます。 

  あと、この前も聞いたんですけど、一応今回の当初予算の歳入予算では、も

う間に合わないと思うんですが、仮に検証委員会の結果が出て、適正化調査を

行うと。あるいはそれぞれの不動産鑑定を行う中で、来年度当初の中でそれを

途中で、予算編成で変える見込み額として入れるということはあり得るんでし

ょうか。 

 

金子林務長  今のスケジュールを考えますと、当初予算は困難だと思います。となれば、

はっきりしたところで、補正予算を編成するなどということになろうかと思い

ます。 

 

向山委員  それは契約更新のところもあると思いますし、ことし、来年度契約更改のと

ころもあるし、契約を昨年してしまったところもあると。それはもう予断なく

公正、公平に全県有地、結論がしっかりと出たら、そこはもう全くもってしっ

かりとまずは適正な価格は何かを出す、そういった意気込みでやる予定でしょ

うか。 

 

金子林務長  おっしゃるとおりでございます。 

 

向山委員  ありがとうございます。 
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  そこはぜひ全県有地の方々に納得をいただいて、県の説明がしっかりできる

ように、高くなっても低くなってもぜひそこは公平を期してやっていただきた

いなと。 

  最後に１点だけ、この恩賜県有財産、ここで明治天皇陛下から御下賜された

この土地を、今までは森林の涵養とか、いろいろな部分に使われてきたと思い

ますが、新たに政策的予算として、この県民の福祉や教育に充てるというこの

行為自体は、法律法令、またそれは異論はあるんですけれども、そもそもの天

皇陛下からいただいたこの土地を、もともとの森林の育成とか、そういうもの

以外に使うということは、そこの検討というのは県庁内でどのような議論をさ

れていますでしょうか。 

 

金子林務長  １つは、今の恩賜県有林財産管理条例からしても、幾つかの目的を掲げて、

それらについて使用していくことができるというものがございます。それと今

既に例えば昭和４０年代、５０年代くらいに学校寮というような形でお貸しし

ていたところが、だんだんその時代のニーズに沿わなくなって戻ってきている

ような場所もございます。そういうところについては、今のポストコロナ時代

のワーケーションなどの場として活用していく、そのようなことも検討してい

るところでございます。 

 

向山委員  土地というのは、もともと誰かのものだったわけではなくて、その時々の時

代によって名義という形でなっていると思いますけれども、何十年前からも何

年前からも、そこにいる方々、特にこの県有地については、もともと県のもの

ではなかった部分もありますし、そうした過去の歴史を踏まえると、そこから

得た利潤をどう使うのかというのは、法令や条例ももちろんのことなんですけ

ど、先人の皆さんにどう説明をして、それをどうやって県民全体の利益とする

かというのは、これは本当にしっかりとした議論をしないと。法律論だけでは

なくて、法律だけ通っていれば、その土地の人たちの思いも何も要らないんで

はなくて、先人の皆さんのいろいろな思いがあっての今のこの県有地の活用だ

と思いますので、そこをぜひ県庁内の議論の中でも、そこの歴史とか経過も踏

まえた上で議論を。その使い道、森林環境部とか部局間を動く予算の取り合い

もあるのかもしれないですけど、しっかりと森林環境部としては、歴史的な経

過を踏まえてずっと何十年も引き継いできたものがあると思いますので、そこ

はぜひ県庁内での議論にも加えていただいて、この議論を前に進めていただき

たいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 

金子林務長  おっしゃるとおりだと思います。ただ、その恩賜県有財産につきましては、

基本的に山林でございますので、やはり県土保全など、それから公益的機能を

しっかり果たすことによって、県民に恩恵を与えていくというのが一義ですね。

水をつくる、災害を防止する、その中に場所によってはさまざまな活用ができ

るような場所がございますので、その辺については委員御指摘のように、庁内

でも各部局とも相談をしながら進めていきたいというふうに考えてございます。 

 

皆川委員長  では、ほかに質疑はありませんか。 

 

（「なし」の声あり） 

 

皆川委員長  この件に関する質疑を終結いたします。 

  この際申し上げます。本県については、引き続き審査が必要でありますので、
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今後の審査日程等につきましては、委員長に委任願いたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

皆川委員長  御異議なしと認めます。よって、本件に関する今後の審査日程等については、

委員長に委任されました。 

  以上で本日の予定は全て終了いたしました。これをもって散会いたします。 

 

 

その他   ・引き続き審査する必要があることから、今後の審査日程は委員長に委任された。  

 

県有地の貸付に関する調査及び検証特別委員長 皆川 巖 

 

 


